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料

中
小
企
業
分
野
法
|
|
正
確
に
は
「
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
機
会
の

確
保
の
た
め
の
大
企
業
者
の
事
業
活
動
の
調
整
に
関
す
る
法
律
」
|
|

は
、
先
ず
与
野
党
よ
り
議
員
提
案
さ
れ
、
次
に
政
府
提
案
に
切
り
替
え
ら

れ
、
そ
れ
が
衆
議
院
に
お
い
て
修
正
さ
れ
て
成
立
し
、
さ
ら
に
四
年
後
に

議
員
立
法
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
、
と
い
う
、
立
法
過
程
と
し
て
は
複
雑

な
過
程
を
も
つ
も
の
で
あ
る
の
で
、
経
済
法
領
域
に
お
け
る
立
法
過
程
研

究
の
一
助
と
な
れ
ば
と
思
い
、
こ
こ
に
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
み
た
。

資

分
野
法
の
成
立
に
関
す
る
立
法
過
程

ω
経
済
的
・
社
会
的
基
盤
に
お
け
る
問
題
状
況

元
来
、
中
小
企
業
分
野
は
、
そ
こ
に
参
入
す
る
の
に
必
要
な
資
本
量
も

少
な
く
、
製
品
差
別
化
等
も
な
い
た
め
、
新
規
参
入
し
易
い
分
野
で
あ
り
、

そ
れ
故
し
ば
し
ば
過
当
競
争
に
さ
ら
さ
れ
る
産
業
分
野
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
大
企
業
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
産
業
分
野
は
、
通
常
は
魅

力
あ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
新
製
品
、
新
技
術
、
新
サ
ー
ビ
ス
等
の

開
発
・
導
入
と
、
こ
れ
に
対
応
す
る
需
要
の
鉱
大
に
よ
り
、
成
長
が
見
込

ま
れ
る
場
合
に
は
、
大
企
業
は
そ
の
資
本
力
、
生
産
力
、
販
売
力
等
を
利

用
し
て
、
中
小
企
業
分
野
へ
の
参
入
を
図
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
高

成
長
分
野
で
は
大
企
業
の
シ
ェ
ア
が
増
大
し
、
低
成
長
分
野
で
は
中
小
企

業
の
シ
ェ
ア
が
増
大
す
る
と
い
う
、

と
に
な
る
。

し
か
し
、
分
野
法
の
成
立
を
促
し
た
七

0
年
代
後
半
に
お
け
る
経
済

的
・
社
会
的
基
盤
に
お
け
る
問
題
状
況
は
、
前
述
の
一
般
的
理
由
に
加
え
、

次
の
よ
う
な
特
殊
な
事
情
が
あ
っ
た
。

即
ち
、
七
一
年
の
ド
ル
シ
ョ
ッ
ク
、
七
三
年
の
第
一
次
石
油
危
機
、
そ

れ
に
続
く
世
界
的
不
況
、
日
本
経
済
の
低
成
長
へ
の
転
化
と
い
う
経
済
的

環
境
の
も
と
で
、
大
企
業
は
、
本
来
の
事
業
活
動
の
停
滞
が
予
想
さ
れ
る

と
き
は
、
現
在
自
ら
有
し
て
い
る
資
本
力
、
技
術
力
、
販
売
網
を
利
用
し

た
経
営
の
多
角
化
に
よ
り
、
こ
の
停
滞
を
乗
り
越
え
よ
う
と
図
る
こ
と
に

な
り
、
通
常
な
ら
食
指
を
動
か
さ
な
い
低
成
長
業
種
で
あ
る
中
小
企
業
分

野
に
、
多
く
の
大
企
業
が
進
出
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

当
時
、
大
企
業
の
進
出
に
よ
り
、
中
小
企
業
と
の
聞
に
紛
争
が
生
じ
た

具
体
的
事
件
は
、
〈
資
料
1
〉
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
り
、
豆
腐
、
も
や
し
、

理
化
医
ガ
ラ
ス
、
段
ボ
ー
ル
紙
器
、
軽
印
刷
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、
眼
鏡
、

書
底
、
貴
金
属
、
葬
祭
、
か
ま
ぼ
こ
、
和
・
洋
生
菓
子
等
、
多
く
の
業
種

に
わ
た
っ
て
い
る
。

一
方
的
な
流
動
性
が
認
め
ら
れ
る
こ

北法40(4・216)1050
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分
野
調
整
に
関
す
る
既
存
の
法
制
度

中
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企
業
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本
法
(
昭
和
三
八
年
七
月
二

O
日
公
布
・
施
行
)
の
国
会
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に
お
け
る
審
議
の
際
に
、
中
小
企
業
事
業
分
野
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
業
種
を
指
定
し
、
指
定
業
種
に
つ
い
て
は
大
企
業
の
進
出
を
規

制
す
る
旨
明
文
化
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
議
論
が
提
起
さ
れ
た
が
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
第
一
九
条
(
事
業
活
動
の
機
会
の
適
正
な
確
保
)
の
規

定
に
修
正
が
加
え
ら
れ
、
「
国
は
、
中
小
企
業
者
以
外
の
者
の
事
業
活
動
に

よ
る
中
小
企
業
者
の
利
益
の
不
当
な
侵
害
を
防
止
し
、
中
小
企
業
の
事
業

活
動
の
機
会
の
適
正
な
確
保
を
図
る
た
め
、
紛
争
処
理
の
た
め
の
機
構
の

整
備
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
」
(
傍
点
部
分
が
修
正
箇
所
)

と
規
定
す
る
こ
と
で
落
着
し
た
、
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
修
正
後
の
同
条

の
規
定
を
受
け
て
、
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

法
(
昭
和
三
八
年
九
月
施
行
)
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
の
が
、
特
殊
契
約
制

度
で
あ
る
。

特
殊
契
約
制
度
の
仕
組
み
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
即

ち
、
商
工
組
合
は
、
全
国
及
び
そ
の
地
区
内
に
お
い
て
事
業
活
動
の
相
当

部
分
が
中
小
企
業
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
事
業
分
野
に
対
し
て
大
企
業
が

大
規
模
な
事
業
の
開
始
又
は
拡
大
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
組
合
の
地

区
内
に
お
い
て
そ
の
事
業
を
営
む
中
小
企
業
の
経
営
の
安
定
に
著
し
い
悪

影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
大
企
業
の
進
出
の
規

模
の
縮
小
、
停
止
等
を
内
容
と
す
る
契
約
を
大
企
業
者
と
の
間
に
締
結
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
紛
争
当
事
者
間
で
合
意
が
成
立
し
な
い
と

主
務
大
臣
に
対
し
、
あ
っ
せ
ん
・
調
停
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
な
お
、
環
境
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
に
お
い
て
も
、
ほ
ぽ
同
様
の
特
殊
契
約
制
度
が
設
け
ら
れ

た
。
)

き
は
、

こ
の
特
殊
契
約
制
度
は
、
創
設
以
来
現
在
に
至
る
ま
で
、
適

用
さ
れ
た
実
例
が
一
つ
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
小
売
業
の
分
野
に
お
い
て
は
、
大
規
模
な
庖
舗
に
よ
る
出
屈
に

つ
い
て
は
い
わ
ゆ
る
大
規
模
小
売
庖
舗
調
整
法
が
、
大
企
業
に
よ
る
そ
れ

以
外
の
形
態
に
よ
る
進
出
に
つ
い
て
は
小
売
商
業
調
整
特
別
措
置
法
が
、

そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
紛
争
調
整
制
度
を
定
め
て
い
る
。

し
か
し
、

q
J
 

分
野
法
制
定
運
動
の
中
核
と
な
っ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
大
企

業
の
進
出
を
受
け
た
業
種
に
属
す
る
中
小
企
業
団
体
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は

重
大
な
危
機
意
識
を
も
ち
、
横
の
連
絡
組
織
を
形
成
し
て
、
大
企
業
の
進

出
を
阻
止
す
べ
く
立
ち
上
っ
た
。

昭
和
五

O
年
八
月
、
全
国
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
環
境
衛
生
同
業
組
合
連
合
会
、

全
国
豆
腐
油
揚
商
工
組
合
連
合
会
、
全
日
本
青
写
真
工
業
連
合
会
、
全
国

紙
器
工
業
組
合
連
合
会
、
全
国
理
化
医
硝
子
工
業
組
合
、
全
日
本
眼
鏡
商

工
組
合
連
合
会
、
全
日
本
豆
萌
工
業
組
合
連
合
会
、
日
本
貴
金
属
宝
飾
品

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
グ
ル
ー
プ
等

北法40(4・217)1051 
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製
造
卸
組
合
連
合
会
、
社
団
法
人
日
本
軽
印
刷
工
業
会
の
九
団
体
に
よ
り
、

「
中
小
企
業
事
業
分
野
確
保
法
促
進
協
議
会
L

が
結
成
さ
れ
、
分
野
法
の
制

定
運
動
を
開
始
し
、
政
府
、
与
野
党
、
地
方
議
会
等
に
陳
情
攻
撃
を
か
け

た
。
(
促
進
協
に
は
、
後
に
日
本
書
底
組
合
連
合
会
、
全
日
本
葬
祭
業
協
同

組
合
連
合
会
、
全
国
タ
イ
ヤ
商
工
協
同
組
合
連
合
会
も
加
盟
し
た
。
)

促
進
協
が
要
求
と
し
て
掲
げ
た
分
野
法
要
綱
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。

資

①
規
制
す
べ
き
「
大
企
業
の
進
出
」
と
は
、
同
業
種
又
は
異
業
種

の
大
企
業
の
事
業
の
拡
張
又
は
開
始
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
子
会
社
、

関
連
会
社
、
資
本
文
は
人
的
関
係
に
お
い
て
支
配
力
を
及
ぽ
し
て
い
る

中
小
企
業
に
よ
る
進
出
も
含
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

②
中
小
企
業
分
野
と
し
て
指
定
す
べ
き
業
種
は
、
次
の
要
件
の
い

ず
れ
か
を
み
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

制
地
域
社
会
に
密
着
し
、
経
済
的
に
み
て
中
小
規
模
の
企
業
形

態
に
よ
る
事
業
経
営
が
適
切
で
あ
る
も
の
。

制
大
企
業
の
進
出
が
、
相
当
数
の
中
小
企
業
者
の
経
営
を
不
安

定
に
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
。

ω
当
該
業
種
の
出
荷
額
に
占
め
る
中
小
企
業
の
割
合
が
三
分
の

二
以
上
の
も
の
。

λ
u
 

当
該
業
種
の
事
業
所
数
に
占
め
る
中
小
企
業
の
割
合
が
五
分

の
四
以
上
の
も
の
。

③
指
定
業
種
に
お
い
て
は
、
品
質
の
向
上
、
価
格
の
安
定
、
技
術

の
改
善
、
技
術
者
の
育
成
等
の
振
興
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
。

④
中
小
企
業
分
野
確
保
審
議
会
を
設
置
し
、
業
種
指
定
の
検
討
、

大
企
業
の
中
小
企
業
分
野
へ
の
進
出
の
規
制
、
紛
争
の
処
理
、
監
視
等

を
行
う
こ
と
。

⑤
審
議
会
の
委
員
に
は
、
中
小
企
業
者
の
代
表
を
加
え
、
中
小
企

業
者
の
意
見
が
十
分
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

⑥
規
制
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
罰
則
規
定
を
設
け
、
違
反

行
為
に
対
す
る
制
裁
措
置
を
明
記
す
る
こ
と
。

中
小
企
業
の
全
国
組
織
で
あ
る
全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会
は
、
当
初

は
促
進
協
と
歩
調
を
あ
わ
せ
て
分
野
法
制
定
運
動
を
展
開
し
て
い
た
が
、

後
に
、
業
種
指
定
に
つ
い
て
は
、
内
部
の
特
別
委
員
会
に
お
け
る
研
究
の

結
果
、
技
術
的
に
困
難
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
、
こ
れ

を
諦
め
、
命
令
・
罰
則
に
よ
り
紛
争
調
整
措
置
を
担
保
す
る
こ
と
を
望
む

に
留
ま
り
、
や
や
そ
の
主
張
を
ト
l
ン
・
ダ
ウ
ン
さ
せ
た
。

で
は
、
労
働
組
合
の
対
応
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
七
六

年
度
の
総
評
運
動
方
針
で
は
、
分
野
法
を
推
進
す
る
関
係
中
小
企
業
団
体

の
闘
い
を
支
持
す
る
こ
と
が
う
た
わ
れ
、
全
国
一
般
労
組
の
方
針
も
、
同

じ
く
分
野
法
の
成
立
を
促
進
す
る
と
し
て
い
た
。
化
学
同
盟
や
全
国
貴
金

北法40(4・218)1052 
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属
労
組
に
お
い
て
も
、
こ
の
問
題
は
重
要
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
た
。
大
企
業
の
進
出
を
受
け
た
軽
印
刷
部
門
を
含
む
全
印
総
連
で
は
、

中
小
企
業
経
営
者
と
と
も
に
中
小
企
業
を
守
る
共
通
の
課
題
と
し
て
、
署

名
運
動
を
は
じ
め
積
極
的
な
行
動
が
と
ら
れ
た
。

し
か
し
、
分
野
法
推
進
を
掲
げ
た
労
働
組
合
に
お
い
て
も
、
実
際
の
取

組
み
が
殆
ど
な
さ
れ
な
い
で
終
っ
た
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
次

の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
①
大
企
業
の
進
出
を
受
け

た
業
種
の
労
働
者
は
、
殆
ど
未
組
織
で
あ
り
、
組
織
労
働
者
の
係
わ
る
問

題
に
繋
が
ら
な
い
。
分
野
法
が
制
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
組
織
労
働
者
の

雇
用
不
安
の
解
消
に
ど
れ
程
影
響
を
も
ち
得
る
の
か
不
明
で
あ
っ
た
。
②

下
請
企
業
に
任
せ
て
い
た
生
産
部
門
を
親
企
業
が
内
製
化
す
る
等
の
事
態

に
つ
い
て
は
、
分
野
法
の
適
用
対
象
と
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
下
請

企
業
の
労
働
者
に
と
っ
て
、
分
野
法
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

た
こ
う
し
て
、
分
野
法
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
未
組
織
中
小
企
業
分
野
に

お
け
る
必
要
性
は
理
解
さ
れ
た
も
の
の
、
組
織
労
働
者
が
直
接
自
ら
の
課

題
と
し
て
大
衆
的
な
行
動
を
起
こ
す
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

一
方
、
大
企
業
の
中
小
企
業
分
野
へ
の
進
出
が
中
小
企
業
の
存
立
を
脅

か
し
て
い
る
と
の
批
難
の
中
に
あ
っ
て
経
団
連
は
、
昭
和
五

O
年
一
一
月

一
一
目
、
1

事
業
分
野
調
整
に
関
す
る
見
解
L

を
発
表
し
た
。
そ
の
内
容
は
、

お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

大
企
業
が
中
小
企
業
の
発
展
に
寄
与
し
た
面
を
無
視
し
て
両
者
の
関

係
を
対
立
的
に
と
ら
え
る
こ
と
は
適
切
で
な
く
、
大
企
業
と
中
小
企
業

が
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
特
質
を
活
か
し
つ
つ
両
者
が
一
体
と
な
っ
て
国
民

経
済
の
健
全
な
発
展
を
志
向
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な

見
地
か
ら
、
今
後
新
規
分
野
進
出
に
あ
た
っ
て
の
大
企
業
の
企
業
行
動

の
あ
り
方
に
つ
き
、
次
の
よ
う
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
、
そ
の
実

現
に
努
力
し
た
い
。

①
規
模
の
利
益
、
進
ん
だ
技
術
、
革
新
的
な
経
営
等
に
よ
り
進
出

先
業
種
に
お
い
て
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
良
質
化
、
低
廉
化
等
を
も
た
ら

し
、
消
費
者
の
利
益
を
増
進
し
、
国
民
経
済
上
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
場
合

を
除
き
、
既
存
中
小
企
業
の
存
立
を
脅
か
す
よ
う
な
進
出
は
自
粛
す
る
。

②
進
出
方
法
は
、
独
禁
法
上
適
法
で
あ
る
な
ど
、
フ
ェ
ア
な
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
進
出
に
際
し
て
は
、
事
前
に
関
係
中
小
企
業
、
地
域
経
済
団
体
、

地
元
地
方
自
治
体
、
所
管
官
庁
等
と
十
分
な
話
し
合
い
を
行
い
、
有
も

不
当
に
中
小
企
業
者
の
利
益
を
損
っ
た
り
、
事
業
転
換
を
余
儀
な
く
さ

せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
る
。

今
後
予
想
さ
れ
る
低
成
長
の
も
と
で
、
厳
し
い
競
争
下
に
お
け
る
企

業
の
創
造
的
、
意
欲
的
な
活
動
こ
そ
が
国
民
福
祉
の
向
上
を
も
た
ら
す
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源
泉
で
あ
り
、
特
定
分
野
を
中
小
企
業
性
分
野
と
し
て
法
律
で
指
定
し
、

大
企
業
の
進
出
を
あ
ら
か
じ
め
一
律
に
禁
止
す
る
こ
と
は
、
自
由
主
義

経
済
の
趣
旨
に
反
し
、
国
民
の
利
益
を
損
う
も
の
と
い
え
よ
う
。

経
団
連
は
、
こ
の
「
見
解
」
を
会
員
会
社
に
連
絡
し
、
そ
の
徹
底
を
図

り
、
日
本
商
工
会
議
所
と
共
同
歩
調
を
と
り
、
法
律
に
よ
る
規
制
を
食
い

止
め
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
に
は
、
後
に
述
べ
る
政
府
|
|
特
に
、
通
産

省
・
中
小
企
業
庁
|
|
の
動
き
と
の
連
携
が
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
消
費
者
団
体
に
あ
た
っ
て
は
、
分
野
法
の
制
定
は
、
①
競
争
原

理
を
阻
害
し
、
中
小
企
業
の
活
力
を
失
わ
せ
る
、
②
分
野
を
固
定
し
て
、

消
費
者
の
選
択
を
追
従
的
な
も
の
に
さ
せ
る
、
③
価
格
を
上
方
に
張
り
つ

け
る
こ
と
に
な
る
、
と
し
て
、
こ
れ
に
慎
重
な
態
度
を
と
る
団
体
が
多
か
っ

た。

資

ω
各
政
党
の
提
出
し
た
法
律
案
と
そ
の
理
論
構
想

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
社
会
党
(
七
二
国
会
)
、
公
明
党
(
七
二
国

会
)
、
民
社
党
(
七
七
国
会
)
、
共
産
党
(
七
七
国
会
)
、
そ
し
て
か
な
り
お

く
れ
て
自
民
党
(
七
八
国
会
)
か
ら
、
分
野
法
案
が
、
衆
議
院
或
い
は
参

議
院
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
概
要
は
、
〈
資
料
2
〉
の
と
お
り
で
あ
る
。

社
会
党
は
、
中
小
企
業
基
本
法
の
未
だ
存
在
し
な
い
昭
和
三
三
年
一

O

月
(
三

O
国
会
)
に
、
既
に
七
二
国
会
提
出
案
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
を
持

つ
「
中
小
企
業
の
産
業
分
野
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案
」
を
衆
議
院
に
提

出
し
て
お
り
、
そ
の
後
も
|
|
昭
和
三
九
年
三
月
(
四
六
国
会
)
に
提
出

の
際
、
題
名
中
「
産
業
分
野
」
が
「
事
業
分
野
」
に
改
め
ら
れ
た
が
|
!
?

七
二
国
会
提
出
案
を
含
め
通
算
九
回
に
わ
た
り
、
繰
り
返
し
衆
議
院
に
提

出
し
て
い
る
。
民
社
党
も
昭
和
三
五
年
三
月
(
三
四
国
会
)
に
、
「
中
小
企

業
の
産
業
分
野
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案
」
を
提
出
し
た
の
を
始
め
と
し

て
、
衆
・
参
両
院
を
通
じ
て
七
回
提
出
し
て
い
る
。

各
党
案
は
、
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
の
持
ち
味
を
出
し
て
い
る
が
、
特
に
重

要
な
相
違
点
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

そ
の
一
は
、
自
民
党
案
に
は
、
中
小
企
業
分
野
と
し
て
の
業
種
指
定
が

な
い
が
、
他
の
四
党
の
案
は
、
こ
れ
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
各
党
案
の
規
定
振
り
は
少
し
ず
つ
異
な
る
が
、
社
会
党
案
に
よ
れ
ば
、

「
中
小
企
業
の
事
業
分
野
と
し
て
確
保
す
べ
き
業
種
は
、
製
造
業
、
建
設
業

又
は
サ
ー
ビ
ス
業
に
属
す
る
業
種
の
う
ち
、
当
該
業
種
に
属
す
る
事
業
を

営
む
者
の
総
数
の
お
お
む
ね
五
分
の
回
以
上
が
中
小
企
業
者
で
あ
り
、
か

っ
、
当
該
業
種
に
属
す
る
事
業
に
係
る
過
去
一
年
間
の
生
産
実
績
又
は
取

扱
量
の
お
お
む
ね
三
分
の
二
以
上
が
中
小
企
業
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
経
済
的
に
中
小
規
模
の
企
業
形
態
に
よ
る
事
業
経

営
に
も
適
切
で
あ
り
、
か
っ
、
当
該
業
種
に
属
す
る
事
業
に
大
企
業
者
が

進
出
す
る
こ
と
が
中
小
企
業
者
の
事
業
活
動
を
著
し
く
圧
迫
す
る
と
認
め
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中小企業分野法の成立・改正に関する立法過程について

ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
政
令
で
指
定
す
る
。
L

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
は
、
規
制
の
強
き
で
あ
る
。
自
民
党
案
は
、
大
企
業
者
の
事
業

活
動
に
よ
り
中
小
企
業
者
の
事
業
活
動
が
圧
迫
さ
れ
る
と
き
は
、
主
務
大

臣
は
、
大
企
業
者
に
対
し
、
圧
迫
を
解
消
・
緩
和
す
る
た
め
の
適
切
な
措

置
を
と
る
こ
と
を
勧
告
し
、
大
企
業
者
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は

そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
社
会
党
案
は
、

大
企
業
者
に
よ
る
指
定
業
種
へ
の
進
出
を
禁
止
し
、
こ
れ
を
罰
則
に
よ
り

担
保
す
る
も
の
と
し
、
公
明
党
案
及
び
民
社
党
案
は
、
指
定
業
種
へ
進
出

す
る
大
企
業
者
に
事
業
計
画
の
事
前
届
出
義
務
を
課
し
、
主
務
大
臣
は
、

そ
の
事
業
計
画
が
実
施
さ
れ
る
と
相
当
数
の
中
小
企
業
者
の
事
業
活
動
に

相
当
程
度
の
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
と
な
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
計
画

の
変
更
命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
共
産
党
案
は
、

大
企
業
者
の
指
定
業
種
へ
の
進
出
は
、
大
企
業
者
の
う
ち
、
資
本
金
七

O

億
円
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
禁
止
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
つ

い
て
は
許
可
制
と
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
法
案
の
立
案
依
頼
を
受
け
た
議
院
法
制
局
と
し
て
我
々
が
最

も
意
識
し
た
こ
と
は
、
憲
法
と
大
企
業
者
の
進
出
規
制
と
の
関
係
で
あ
っ

た
。
即
ち
、
分
野
法
は
い
わ
ゆ
る
積
極
的
社
会
経
済
政
策
立
法
に
属
す
る

も
の
で
あ
る
の
で
、
合
憲
性
の
推
定
を
う
け
て
立
法
府
の
裁
量
権
が
尊
重

さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
こ
の
立
法
の
合
憲
性

を
積
極
的
に
説
明
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
次

の
二
つ
の
考
え
方
が
あ
っ
た
。

そ
の
一
は
、
生
存
権
に
根
差
す
中
小
企
業
者
の
寸
生
業
権
」
の
擁
護
は
、

憲
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
限
定
的
に
、
か
っ
、

明
確
に
指
定
さ
れ
る
分
野
へ
の
大
企
業
者
へ
の
進
出
を
規
制
し
て
も
、
違

憲
の
問
題
は
起
ら
な
い
、
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

そ
の
こ
は
、
企
業
聞
の
営
業
の
自
由
(
実
質
的
意
味
で
の
営
業
の
自
由
)

の
擁
護
は
、
憲
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
た

め
に
国
家
か
ら
の
営
業
の
自
由
(
形
式
的
意
味
で
の
営
業
の
自
由
)
を
制

約
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
限
定
的
に
、
か
っ
、
明
確
に
指
定
さ
れ
た

分
野
へ
進
出
し
よ
う
と
す
る
大
企
業
者
に
対
し
、
野
党
案
に
み
ら
れ
る
程

度
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
負
わ
す
こ
と
は
、
憲
法
上
問
題
は
な
い
、
と

す
る
考
え
方
で
あ
る
。

前
者
は
、
中
小
企
業
者
の
範
囲
及
び
指
定
業
種
の
要
件
を
他
の
野
党
案

よ
り
厳
し
く
限
定
し
、
か
っ
、
大
企
業
者
の
指
定
業
種
へ
の
進
出
を
禁
止

し
て
い
る
社
会
党
案
の
説
明
と
し
て
適
切
で
あ
り
、
後
者
は
、
そ
の
他
の

野
党
案
の
説
明
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

北法40(4・221)1055 

同

学

者

の

見

解

等

先
ず
、
分
野
法
案
に
対
す
る
経
済
学
者
の
見
解
の
う
ち
、

い
く
つ
か
の



料

主
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

a

分
野
法
の
制
度
は
、
自
由
経
済
体
制
を
板
幹
か
ら
揺
が
し
か
ね

な
い
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。
競
争
に
よ
り
進
歩
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ

れ
が
消
費
者
の
利
益
の
増
大
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。
我
が
国
の
中
小
企

業
者
は
、
高
度
の
経
営
能
力
、
転
換
能
力
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
中
小
企

業
者
を
保
護
す
る
の
は
現
実
と
矛
盾
す
る
し
、
既
存
権
益
の
保
護
と

な
っ
て
好
ま
し
く
な
い
。
(
飯
田
経
夫
教
授
)

b

大
企
業
体
制
に
よ
る
経
済
の
硬
直
化
を
避
け
、
中
小
企
業
を
重

視
し
た
市
場
経
済
体
制
を
育
成
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
観
点
か
ら
、
分

野
調
整
問
題
に
新
た
な
照
明
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
(
清
成
忠
男
教

授
)

資

規
模
の
経
済
性
や
生
産
効
率
の
基
準
か
ら
み
て
大
企
業
化
が
望

ま
し
い
分
野
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
大
企
業
が
そ
の
資
金
力
や
市
場
支

配
カ
を
も
っ
て
既
存
の
中
小
企
業
分
野
の
競
争
秩
序
を
一
挙
に
破
っ
て

参
入
す
る
こ
と
は
、
そ
の
経
済
的
社
会
的
影
響
か
ら
し
て
無
条
件
に
は

許
さ
れ
な
い
。
既
存
の
中
小
企
業
分
野
を
無
条
件
に
保
護
す
る
の
は
正

当
で
な
い
し
、
不
可
能
で
あ
る
が
、
大
企
業
の
進
出
に
対
し
少
な
く
と

も
一
定
の
調
整
期
間
が
必
要
で
あ
り
、
具
体
的
な
調
整
を
講
ず
る
政

策
・
制
度
が
必
要
で
あ
る
。
(
佐
藤
芳
雄
教
授
)

次
に
、
分
野
法
案
に
対
す
る
法
律
学
者
の
見
解
の
う
ち
、
い
く
つ
か
の

C 

主
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

a

各
党
の
提
出
案
は
、
い
わ
ゆ
る
小
売
市
場
開
設
規
制
タ
イ
プ
の

規
制
立
法
で
あ
り
、
直
ち
に
違
憲
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
中
小
企
業
分
野
と
大
企
業
分
野
と
を
分
け
て
し
ま
う
こ
と
は
、

中
小
企
業
の
体
質
改
善
を
怠
ら
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
分
野
調
整

の
方
法
と
し
て
は
、
勧
告
、
あ
っ
せ
ん
、
調
停
等
を
中
心
と
し
た
制
度

を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
(
松
下
満
雄
教
授
)

b
大
企
業
の
資
金
力
を
濫
用
し
た
中
小
企
業
分
野
へ
の
参
入
に
よ

り
、
寡
占
化
が
促
進
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
又
は
大
企
業
の
進
出

に
よ
り
、
中
小
企
業
の
大
規
模
な
倒
産
等
の
社
会
的
経
済
的
な
摩
擦
・

混
乱
が
起
き
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
、
一
時
的
に
大
企
業
の
進
出
を

と
め
、
中
小
企
業
の
体
質
の
強
化
又
は
円
滑
な
転
廃
業
を
行
う
期
聞
を

置
く
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
独
占
禁
止
政
策
か
ら
み
て
も
、
正
当
化
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(
根
岸
哲
教
授
)

c

分
野
調
整
は
競
争
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
根
拠

づ
け
ら
れ
る
か
ら
、
中
小
企
業
分
野
に
お
け
る
公
正
な
競
争
秩
序
を
い

か
な
る
形
で
維
持
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
①
技
術
革
新
を
伴
わ
ず
資
本
力
の
み
を
背
景
と
し
て
大

企
業
が
進
出
し
て
く
る
場
合
は
、
進
出
を
一
時
停
止
さ
せ
、
文
は
生
産

数
量
を
制
限
す
る
。
②
良
質
の
手
工
業
製
品
に
類
似
す
る
が
品
質
の
劣

北法40(4・222)1056
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る
製
品
の
大
量
生
産
を
可
能
に
さ
せ
る
技
術
革
新
を
伴
っ
て
大
企
業
が

進
出
し
て
く
る
場
合
は
、
進
出
を
一
時
停
止
さ
せ
、
数
量
を
制
限
し
、

良
質
の
手
工
業
製
品
と
の
差
異
を
明
白
に
表
示
さ
せ
る
行
政
措
置
を
と

る
。
③
手
工
業
製
品
と
全
く
同
質
の
製
品
を
大
量
生
産
す
る
技
術
革
新

を
伴
っ
て
大
企
業
が
進
出
し
て
く
る
場
合
に
は
、
急
激
な
進
出
に
よ
る

市
場
支
配
体
制
の
形
成
を
阻
止
す
る
た
め
、
進
出
を
一
時
停
止
さ
せ
、

中
小
企
業
側
の
生
産
体
制
の
転
換
を
促
進
さ
せ
る
行
政
措
置
を
と
る
。

(
正
回
彬
教
授
)

ま
た
、
主
要
新
聞
の
社
説
等
は
、
ほ
ぽ
一
様
に
、
法
律
に
よ
る
分
野
調

整
は
、
一
時
の
緊
急
措
置
と
し
て
は
社
会
的
緊
張
を
緩
和
す
る
手
段
と
し

て
意
味
が
あ
ろ
う
が
、
長
期
に
わ
た
り
新
規
参
入
を
阻
止
し
既
存
の
中
小

企
業
分
野
を
無
条
件
に
温
存
す
る
こ
と
は
、
消
費
者
に
と
っ
て
も
、
ま
た
、

中
小
企
業
者
の
体
質
改
善
と
い
う
点
か
ら
も
、
好
ま
し
く
な
い
と
し
て
、

(
初
)

分
野
法
の
制
定
に
対
す
る
反
対
論
を
展
開
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
厳
し
い
マ
ス
コ
ミ
の
論
調
の
中
に
あ
っ
て
、
前
述
の
如

く
分
野
法
の
制
定
そ
の
も
の
に
は
理
解
を
示
し
た
学
説
は
あ
っ
た
も
の

の
、
中
小
企
業
分
野
を
指
定
す
べ
き
だ
と
す
る
促
進
協
や
野
党
の
主
張
を

積
極
的
支
持
す
る
学
説
は
見
当
ら
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。

附

政

府

の

対

応

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
通
産
省
・
中
小
企
業
庁
は
、
分
野
法
を
制

定
し
て
一
定
の
事
業
分
野
に
つ
い
て
大
企
業
の
進
出
を
抑
制
す
る
よ
う
な

こ
と
は
、
自
由
競
争
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
の
喪
失
と
非
効
率
企
業
の
温
存
に

繋
が
る
お
そ
れ
も
あ
り
、
技
術
の
進
歩
、
物
価
対
策
の
観
点
か
ら
も
、
自

由
主
義
経
済
の
理
念
か
ら
み
て
も
、
問
題
が
あ
る
、
と
の
見
地
に
立
っ
て
、

従
来
か
ら
の
行
政
指
導
に
よ
る
分
野
調
整
対
策
を
一
層
強
化
す
る
こ
と

で
、
対
応
し
よ
う
と
し
唱
即
ち
、
①
中
小
企
業
調
整
官
を
通
産
省
及
び

各
通
産
局
に
配
置
し
、
紛
争
処
理
機
能
の
強
化
を
図
る
、
②
主
要
商
工
会

議
所
に
分
野
調
整
指
導
調
査
員
を
置
き
、
情
報
収
集
体
制
を
整
備
す
る
、

③
中
小
企
業
調
停
審
議
会
を
積
極
的
に
活
用
す
る
、
④
中
小
企
業
存
立
分

野
調
査
及
び
分
野
調
整
事
例
調
査
を
行
う
、
等
の
分
野
調
整
対
策
の
強
化

に
よ
り
、
事
態
の
乗
り
切
り
を
図
ろ
う
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
大
企
業
も
中
小
企
業
も
共
存
共

栄
し
、
消
費
者
の
た
め
に
安
く
て
優
秀
な
物
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ

と
が
好
ま
し
く
、
行
き
過
ぎ
た
規
制
は
中
小
企
業
の
分
野
に
お
け
る
刺
激
、

技
術
革
新
等
の
意
欲
が
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
大
企
業
、
中
小

企
業
、
消
費
者
の
三
者
の
調
和
を
考
慮
し
た
立
法
政
策
の
問
題
と
し
て
検

討
す
る
必
要
が
あ
硲
?
と
し
て
、
公
正
な
競
争
を
重
視
し
つ
つ
も
、
分
野

法
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
中
立
的
と
も
み
え
る
ス
タ
ン
ス
を
示
し
た
。
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第
七
七
国
会
の
最
終
日
で
あ
る
昭
和
五
一
年
五
月
二
四
日
に
、
衆
議
院

商
工
委
員
会
は
、
自
民
、
社
会
、
公
明
、
民
社
、
共
産
の
五
党
共
同
提
案

に
よ
り
、
「
政
府
は
可
及
的
速
や
か
に
中
小
企
業
の
事
業
分
野
の
確
保
に
関

す
る
法
的
措
置
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
「
中
小
企
業
の
事
業
分

野
の
確
保
に
関
す
る
件
」
を
全
会
一
致
で
議
決
し
た
。

政
府
は
、
中
小
企
業
政
策
審
議
会
に
意
見
を
聴
き
、
そ
の
意
見
具
申
「
中

小
企
業
と
大
企
業
の
事
業
分
野
の
調
整
の
在
り
方
に
つ
い
て
(
昭
和
五
一

年
二
一
月
一
四
日
)
」
を
得
て
、
そ
の
線
に
沿
っ
て
、
「
中
小
企
業
の
事
業

活
動
の
機
会
の
確
保
の
た
め
の
大
企
業
者
の
事
業
活
動
の
調
整
に
関
す
る

法
律
案
」
を
作
成
し
、
第
八

O
国
会
に
提
出
し
た
(
昭
和
五
二
年
四
月
一

一
日
)
。
こ
れ
は
、
政
府
と
し
て
は
、
議
員
立
法
で
規
制
の
き
び
し
い
分
野

法
を
制
定
さ
れ
る
よ
り
は
、
ゆ
る
や
か
な
内
容
の
も
の
を
自
ら
提
案
し
た

方
が
マ
イ
ナ
ス
が
少
な
い
、
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

同
法
案
の
内
容
は
、
〈
資
料
3
〉
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。
即
ち
、
①

中
小
企
業
分
野
の
指
定
は
し
な
い
、
②
一
定
の
要
件
を
備
え
る
中
小
企
業

団
体
の
調
査
の
申
出
を
受
け
て
、
主
務
大
臣
は
、
大
企
業
者
の
進
出
に
関

し
調
査
を
行
う
、
③
一
定
の
要
件
を
備
え
る
中
小
企
業
団
体
の
調
整
の
申

出
を
受
け
て
、
主
務
大
臣
は
、
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
機
会
を
適
正
に

確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
学
識
経
験
者
に
よ
り
構

成
さ
れ
る
中
小
企
業
調
整
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
大
企
業
者
の
事
業

資

活
動
を
調
整
す
る
勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
、
④
大
企
業
者
が
こ
の
勧

告
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
は
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が

で
き
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

北法40(4・224)1058

的
国
会
に
お
け
る
審
議

野
党
各
党
は
、
業
種
指
定
や
罰
則
規
定
を
見
送
っ
た
政
府
案
に
対
し
て

修
正
を
迫
っ
た
。
こ
の
政
府
案
に
つ
い
て
は
、
国
会
提
出
前
か
ら
自
民
党

内
部
に
お
い
て
も
強
化
を
望
む
強
い
意
見
が
あ
り
、
自
民
党
政
調
審
議
会

に
お
い
て
、
政
府
の
中
小
企
業
政
策
審
議
会
の
答
申
を
尊
重
し
た
体
裁
を

と
る
必
要
上
、
政
府
原
案
の
ま
ま
国
会
に
提
出
す
る
が
、
議
員
修
正
に
よ

り
勧
告
違
反
に
対
す
る
命
令
・
罰
則
規
定
を
盛
り
込
む
こ
と
に
す
る
旨
の

方
針
が
決
定
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
与
野
党
協
議
の
結
果
、
四
月
二
八
日
に
、
衆
議
院
商
工
委
員

会
に
お
い
て
、
政
府
案
は
、
勧
告
違
反
に
対
す
る
命
令
・
罰
則
規
定
を
付

加
す
る
修
正
が
加
え
ら
れ
た
上
で
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
た
。

な
お
、
小
売
業
に
つ
い
て
は
、
分
野
法
の
対
象
か
ら
除
か
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
大
規
模
庖
舗
と
中
小
企
業
と
の
紛
争
は
い
わ
ゆ
る
大
規
模
小
売

庖
舗
調
整
法
の
対
象
と
さ
れ
、
ま
た
大
規
模
店
舗
以
外
の
形
態
に
よ
る
大

企
業
者
の
小
売
業
へ
の
進
出
に
よ
る
中
小
企
業
者
と
の
紛
争
は
小
売
商
業

調
整
特
別
措
置
法
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
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か
し
、
大
規
模
小
売
庖
舗
調
整
法
に
よ
る
紛
争
調
整
措
置
は
、
最
終
的
に

は
命
令
・
罰
則
に
よ
り
担
保
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
小
売
商
業
調
整
特
別

措
置
法
に
よ
る
紛
争
調
整
の
手
段
と
し
て
は
、
都
道
府
県
知
事
文
は
主
務

大
臣
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
・
調
停
・
勧
告
の
み
が
用
意
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
た
め
、
同
法
に
つ
い
て
も
、
分
野
法
と
同
様
の
勧
告
・
命
令
・
罰
則

に
よ
る
調
整
制
度
を
設
け
る
こ
と
が
、
与
野
党
よ
り
強
く
要
望
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
五
月
一
七
日
に
、
小
売
商
業
調
整
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
法

案
が
衆
議
院
商
工
委
員
長
よ
り
提
出
さ
れ
る
運
び
と
な
り
、
分
野
法
と
と

も
に
、
五
月
二
七
日
に
成
立
し
、
九
月
二
四
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

自
民
党
内
に
お
い
て
当
初
分
野
指
定
・
大
企
業
の
進
出
の
事
前
届
出
・

主
務
大
臣
に
よ
る
変
更
勧
告
・
変
更
命
令
・
命
令
違
反
に
対
す
る
罰
則
等

を
含
む
分
野
法
案
が
準
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
途
中
で
こ

れ
が
消
え
て
し
ま
っ
た
の
も
、
そ
の
た
め
分
野
法
の
議
員
立
法
に
つ
い
て

与
野
党
聞
の
合
意
が
煮
つ
ま
ら
な
か
っ
た
の
も
、
ま
た
、
自
民
党
の
分
野

法
最
終
案
が
な
か
な
か
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
の
も
、
政
府
|
|
特
に
、
通

産
省
・
中
小
企
業
庁
|
|
の
自
民
党
に
対
す
る
強
い
働
き
か
け
が
あ
っ
た

た
め
、
党
内
調
整
が
つ
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
最
終
段
階
に
お
い
て
、
与
野
党
一
致
で
政
府
案
に
対
す
る
規

制
強
化
の
修
正
が
な
さ
れ
た
の
は
、
与
野
党
伯
仲
の
国
会
情
勢
と
そ
の
年

七
月
に
参
議
院
選
挙
を
控
え
て
い
た
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら

{
幻
)

れ
る
。

分
野
法
の
改
正
に
関
す
る
立
法
過
程

ω
分
野
法
の
施
行
後
の
状
況

通
産
省
・
中
小
企
業
庁
の
調
べ
に
よ
れ
ば
、
分
野
法
の
成
立
後
か
ら
昭

和
五
五
年
ま
で
の
聞
に
お
い
て
、
分
野
紛
争
は
、
毎
年
一
九
件
か
ら
三
三

件
程
起
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
分
野
法
に
よ
る
調
査
の
申
出
が
あ
っ
た

も
の
が
五
件
、
調
整
の
申
出
が
あ
っ
た
も
の
が
二
件
で
あ
っ
た
。
調
査
の

申
出
が
あ
っ
た
も
の
も
、
調
査
の
手
続
に
乗
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、

大
企
業
側
が
折
れ
て
き
て
、
協
定
書
を
交
換
し
て
解
決
し
て
お
り
、
調
整

の
申
出
が
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
和
解
が
成
立
し
、
申
出
を
取
り
下

げ
て
い
る
。
分
野
法
に
よ
る
申
出
が
な
か
っ
た
も
の
も
、
自
主
的
交
渉
又

は
行
政
指
導
に
よ
り
、
解
決
を
み
て
い
る
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
分
野
法
成
立
後
も
、
法
律
の
適
用
に
よ
り
勧
告
・
命
令

が
出
さ
れ
た
例
は
一
件
も
な
く
、
法
律
を
パ
ッ
ク
に
お
い
た
行
政
指
導

|
|
法
律
の
威
嚇
に
よ
る
行
政
ー
ー
に
よ
る
紛
争
調
整
が
な
さ
れ
て
い

た
。
政
府
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
分
野
法
に
分
野
指
定
が
規
定
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
分
野
紛
争
は
行
政
指
導
で
調
整
し
よ
う
と
す
る
政
府
の

初
め
か
ら
の
意
図
が
貫
徹
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
国
会
修
正
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に
よ
り
命
令
・
罰
則
規
定
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
も
、
何
ら
政
府
の
意
図
を

阻
害
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
行
政
指
導
の
裏
付
け
が
強
化
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
行
政
指
導
の
効
果
を
倍
加
さ
せ
る
働
き
を
担
っ
た
と
も
い

え
よ
う
。

資

し
か
し
、
中
小
企
業
側
か
ら
み
れ
ば
、
紛
争
解
決
の
内
容
は
、
大
企
業

と
中
小
企
業
と
の
妥
協
の
産
物
で
あ
る
た
め
、
結
局
の
と
こ
ろ
大
企
業
の

参
入
を
血
止
で
き
ず
、
進
出
側
に
有
利
な
結
果
に
終
わ
る
ケ

l
ス
が
多
く
、

特
に
、
地
域
性
の
強
い
業
種
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
十
分
配
慮
し

た
対
処
が
必
要
と
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
分
野
法
上
は
都
道
府
県
知

事
に
は
何
ら
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
の

積
極
的
・
迅
速
な
対
応
が
期
待
で
き
な
い
、
と
い
う
不
満
が
あ
っ
た
。
(
〈
資

料
4
〉
参
照
)

ま
た
、
分
野
法
の
規
制
対
象
と
な
る
大
企
業
者
の
ダ
ミ

1
の
定
義
は
、

大
企
業
者
が
単
独
で
実
質
的
に
支
配
関
係
を
有
す
る
子
会
社
・
孫
会
社
の

み
を
規
定
し
て
い
る
が
、
不
動
産
仲
介
業
等
に
お
い
て
は
複
数
大
企
業
者

が
共
同
で
実
質
的
に
支
配
関
係
を
有
す
る
ダ
ミ
ー
に
よ
る
進
出
も
み
ら
れ

る
に
歪
り
、
こ
の
よ
う
な
進
出
に
つ
い
て
は
分
野
法
に
よ
る
調
整
の
申
出

が
受
理
さ
れ
な
い
と
い
う
ケ

l
ス
も
出
て
来
た
。
(
同
じ
く
〈
資
料
4
〉
参

照

ω
分
野
法
改
正
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

中
小
企
業
事
業
分
野
確
保
法
促
進
協
議
会
は
、
分
野
法
成
立
後
の
昭
和

五
二
年
八
月
五
日
に
、
こ
れ
を
発
展
的
に
解
消
し
、
「
中
小
企
業
事
業
分
野

確
保
協
議
会
」
(
一
八
全
国
組
織
団
体
が
加
盟
)
を
創
立
し
た
。

分
野
協
は
、
昭
和
五
四
年
三
月
一
六
日
に
、
①
分
野
紛
争
の
調
整
権
限

を
知
事
に
委
任
す
る
こ
と
、
②
大
企
業
者
の
定
義
(
ダ
ミ
ー
を
含
む
)
に

つ
い
て
見
直
し
を
行
う
こ
と
、
を
内
容
と
す
る
分
野
法
改
正
の
運
動
に
取

り
組
む
こ
と
を
決
定
し
、
五
月
二
三
日
に
分
野
法
改
正
を
求
め
る
中
小
企

業
代
表
者
集
会
を
開
催
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
代
表
者
集
会
を
契
機
と
し

て
、
分
野
法
制
定
運
動
の
経
験
を
背
景
に
、
政
府
、
各
政
党
、
地
方
議
会

等
へ
の
陳
情
等
、
広
範
な
運
動
を
展
開
し
た
。

分
野
協
の
陳
情
を
受
け
た
東
京
都
議
会
、
大
阪
府
議
会
、
兵
庫
県
議
会

等
に
お
い
て
も
、
政
府
に
対
し
分
野
法
の
調
整
権
限
を
知
事
に
委
任
す
る

よ
う
要
望
す
る
意
見
書
が
採
択
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

北法40(4・226)1060

ω
国
会
に
お
け
る
審
議

政
府
は
、
中
小
企
業
団
体
や
地
方
議
会
の
分
野
法
改
正
の
要
望
に
対
し

て
、
現
状
に
お
い
て
法
改
正
は
不
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
消
極
的
態
度
に

終
始
し
た
。

社
会
党
は
、
昭
和
五
六
年
四
月
二
四
日
(
九
四
国
会
)
、
衆
議
院
商
工
委
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員
会
理
事
会
に
、
分
野
法
改
正
法
案
を
試
案
の
形
で
提
示
し
た
。
そ
の
内

容
の
う
ち
、
主
な
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
大
企
業
者
の
進
出
の
影
響
が
進
出
庖
舗
等
の
周
辺
地
域
に
通
常

限
ら
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
業
種
を
政
令
で
指
定
し
、
指
定
業
種
に
つ
い

て
は
、
原
則
と
し
て
知
事
に
調
査
・
調
整
の
権
限
を
与
え
る
。

②
指
定
業
種
以
外
の
業
種
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
の
区
域
の
全

部
又
は
一
部
を
そ
の
地
区
と
す
る
中
小
企
業
団
体
は
、
調
査
及
び
調
整

の
申
出
を
知
事
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
し
、
原
則
と
し
て
主
務
大
臣

が
調
査
・
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

③
複
数
の
大
企
業
者
が
共
同
で
実
質
的
に
支
配
し
て
い
る
会
社
を

大
企
業
者
と
み
な
す
。

こ
の
社
会
党
試
案
に
つ
い
て
、
野
党
各
党
は
賛
成
で
あ
っ
た
が
、
自
民

党
は
、
①
に
つ
い
て
は
各
省
及
び
党
内
各
部
会
と
調
整
せ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
困
難
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
反
対
し
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
受
け
入

れ
た
。自

民
党
は
、
そ
の
国
会
に
お
い
て
、
議
員
立
法
に
よ
る
揮
発
油
販
売
業

(
お
)

法
の
改
正
を
是
非
実
現
さ
せ
た
い
と
考
え
て
お
り
、
分
野
法
改
正
法
案

は
、
揮
発
油
販
売
業
法
改
正
法
案
と
抱
き
合
わ
せ
の
形
で
、
六
月
二
日
に
、

い
ず
れ
も
衆
議
院
商
工
委
員
長
よ
り
提
出
さ
れ
、
六
月
五
日
に
成
立
し

た。

分
野
法
改
正
法
は
、
社
会
党
試
案
が
一
部
修
正
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の

内
容
は
〈
資
料
5
〉
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。
即
ち
、
①
都
道
府
県
の

区
域
を
超
え
な
い
区
域
を
そ
の
地
区
と
す
る
中
小
企
業
団
体
か
ら
主
務
大

臣
に
対
し
て
行
う
調
査
・
調
整
の
申
出
は
、
知
事
を
経
由
し
て
行
う
こ
と

と
し
、
知
事
は
、
調
整
申
出
案
件
に
関
し
主
務
大
臣
に
意
見
を
申
し
出
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
、
②
複
数
大
企
業
が
共
同
で
支
配
す
る
ダ

ミ
ー
を
分
野
法
の
規
制
対
象
と
す
る
、
等
で
あ
り
、
同
法
は
、
九
月
一

O

日
に
施
行
さ
れ
た
。

ω
分
野
法
改
正
の
効
果

通
産
省
・
中
小
企
業
庁
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
分
野
法
改
正
法
施
行
後
か

ら
昭
和
六
三
年
ま
で
の
聞
に
お
い
て
、
分
野
紛
争
は
、
改
正
前
と
同
様
に
、

毎
年
一
六
件
か
ら
三
三
件
程
起
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
分
野
法
の
改
正
に

よ
り
、
都
道
府
県
知
事
が
調
整
等
の
申
出
の
経
由
機
関
と
な
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
法
律
上
の
権
限
を
背
景
と
し
て
、
知
事
に
よ
る
行
政
指
導
が
行
い

易
く
な
り
、
ま
た
、
知
事
と
し
て
も
、
な
る
べ
く
問
題
を
主
務
大
臣
ま
で

あ
げ
ず
自
ら
の
段
階
で
処
理
し
た
い
と
考
え
、
調
整
等
の
申
出
を
い
わ
ば

預
か
る
形
で
紛
争
調
整
を
し
て
お
り
、
こ
の
た
め
知
事
の
も
と
で
紛
争
の

解
決
す
る
ケ

1
ス
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
中
小
企
業
庁
も
分
野
協

も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
分
野
法
改
正
後
か
ら
昭
和
六
三
年
ま
で
の
間
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料

に
分
野
法
に
よ
る
調
整
等
の
申
出
が
一
件
も
記
録
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、

こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
中
小
企
業
者
の
立
場
か
ら
み
て
も
、
分
野
紛
争
に
つ
い

て
知
事
に
よ
る
地
域
の
実
情
に
あ
っ
た
迅
速
な
解
決
が
期
待
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
分
野
法
の
改
正
は
、
或
程
度
の
効
果
が
あ
っ

た
、
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

最
近
に
お
け
る
世
界
的
な
経
済
環
境
の
変
化
へ
の
対
応
と
し
て
、
大
企

業
は
不
採
算
部
門
の
縮
小
・
撤
退
を
図
る
と
と
も
に
成
長
性
あ
る
新
規
事

業
分
野
の
開
拓
に
乗
り
出
し
て
お
り
、
経
営
の
多
角
化
は
収
益
性
確
保
の

た
め
の
常
套
手
段
と
な
っ
た
感
が
あ
る
。

し
か
し
、
政
府
規
制
の
緩
和
が
叫
ば
れ
て
い
る
現
在
、
中
小
企
業
者
と

し
て
も
、
分
野
法
の
強
化
を
主
張
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
分
野

法
を
如
何
に
護
る
か
が
こ
れ
か
ら
の
問
題
だ
、
と
分
野
協
は
い
う
。

資

立
法
過
程
論
の
意
義
と
実
用
性

経
済
法
領
域
に
お
け
る
立
法
過
程
論
の
も
つ
意
義
は
、
経
済
的
・
社
会

的
基
盤
に
お
け
る
問
題
状
況
と
法
律
成
立
と
の
聞
を
結
ぶ
い
く
つ
か
の
輯

験
し
た
因
果
関
係
の
連
鎖
を
、
客
観
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え

よ
う
。
即
ち
、
経
済
的
・
社
会
的
基
盤
に
立
脚
す
る
、
共
同
し
或
る
い
は

対
立
す
る
い
く
つ
か
の
価
値
観
か
ら
発
す
る
要
求
が
、
そ
れ
ぞ
れ
如
何
に

政
策
化
・
法
理
論
化
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
知
何
な
る
力
学
的
葛
藤
を
経
て
、

勝
利
し
或
い
は
妥
協
し
或
い
は
敗
退
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
に
存
す
る
規

定
と
し
て
実
現
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
、
或
い
は
日
の
目
を
見
ず
に
葬
り
去

ら
れ
た
か
を
、
客
観
的
に
分
析
す
る
こ
と
自
体
に
意
義
が
あ
り
、
さ
ら
に

そ
こ
に
何
ら
か
の
法
則
性
を
発
見
し
得
れ
ば
よ
り
意
義
が
高
ま
る
と
考
え

ら
れ
る
。
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こ
こ
で
私
は
、
立
法
過
程
論
の
範
暗
に
、
も
う
一
つ
の
研
究
分
野
を
加

え
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
成
立
し
た
法
律
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

如
何
な
る
経
済
的
・
社
会
的
事
実
が
生
起
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
客
観

的
に
追
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
立
法
過
程
論
の
意
味
を
限
定
的

に
解
す
れ
ば
、
い
わ
ば
法
律
成
立
後
の
ア
フ
タ
ケ
ア
的
な
も
の
に
過
ぎ
な

い
と
み
な
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
立
法
過
程
に
お
け
る
そ
れ

ぞ
れ
の
立
法
要
求
行
動
文
は
そ
れ
に
対
立
す
る
行
動
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
価

値
観
か
ら
み
て
ど
の
程
度
実
を
結
ん
だ
か
、
或
い
は
結
ば
な
か
っ
た
か
を

客
観
的
に
評
価
す
る
に
は
、
法
律
の
成
立
に
よ
り
如
何
な
る
実
態
が
生
起

し
た
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
危
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
法
律
の
条
文

と
し
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
と
、
現
実
に
起
る
こ
と
文
は
現
実
に
行
政
庁
が

行
う
こ
と
と
は
、
違
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
そ

の
法
律
に
つ
い
て
改
正
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
改
正
に
関
す
る
立
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法
過
程
研
究
の
基
礎
作
業
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
立
法
過
程
の
研
究
は
、
実
用
性
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
希
望

的
観
測
を
交
え
て
敢
え
て
き
ロ
及
す
れ
ば
、
次
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
の
一
は
、
類
似
す
る
い
く
つ
か
の
立
法
過
程
に
関
す
る
研
究
成
果
が

集
積
さ
れ
た
場
合
、
将
来
行
わ
れ
る
立
法
の
う
ち
、
そ
れ
ら
と
類
似
す
る

立
法
過
程
を
と
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
立
法
過
程
を
或
る
程
度
予
測
で

き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
は
、
|
|
難
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
|
|
種
々
の
領
域
に
お

け
る
立
法
過
程
研
究
の
成
果
の
集
積
を
前
提
と
し
て
、
立
法
過
程
の
ど
こ

を
押
せ
ば
ど
の
よ
う
な
効
果
が
得
ら
れ
る
か
を
或
る
程
度
の
確
実
性
を

も
っ
て
予
測
す
る
等
に
よ
り
、
立
法
過
程
に
関
与
す
る
者
が
立
法
過
程
を

或
る
程
度
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
三
は
、
ー
ー
さ
ら
に
困
難
な
こ
と
で
あ
る
が

l
l立
法
過
程
研

究
の
成
果
を
、
国
会
・
内
閣
を
通
じ
た
立
法
に
関
す
る
機
構
・
制
度
及
び

そ
の
運
用
の
改
革
に
繋
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
立
法
過
程
研
究
の
成
果
の
積
み

重
ね
を
待
っ
て
初
め
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
の
分
野
の
研
究
の

発
展
を
期
待
し
た
い
。

佐
藤
芳
雄
『
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
中
小
企
業
論
』
(
有
斐
閣
、

一
年
)
一

O
四

一

O
五
頁
参
照
。

(2)

牟
礼
早
苗
「
事
業
転
換
と
分
野
確
保
」
竹
林
圧
太
郎
『
現
代
中

小
企
業
論
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
一
九
七
七
年
二
五
二
一
五

五
頁
参
照
。

(
3
)

水
野
武
「
中
小
企
業
の
分
野
調
整
問
題
」
企
業
法
研
究
二
五
六

輯
二
|
三
頁
参
照
。

(
4
)

第
四
三
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
議
録
第
三
二
号
三

l
四
頁
、

同
三
四
号
八
九
頁
、
同
三
五
号
(
そ
の
こ
二
四
l
二
六
頁
参

照。

1 

九
Ji、

(5) 
第
四
三
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
議
録
第
三
六
号
一
八
頁
、
同

三
八
号
ニ

l
三
頁
参
照
。

中
小
企
業
庁
指
導
部
取
引
流
通
課
『
詳
解
分
野
調
整
法
〔
改
訂

版
〕
』
(
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
四
年
)
一
八
頁
参
照
。

渋
谷
修
「
分
野
確
保
法
の
制
定
運
動
と
中
小
企
業
者
の
主
張
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
六
二
三
号
四
九
|
五
五
頁
参
照
。

中
小
企
業
事
業
分
野
確
保
法
促
進
協
議
会
『
分
野
問
題
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
附
属
資
料
』
(
一
九
七
六
年
)
一
八
頁
参
照
。

第
八

O
国
会
参
議
院
商
工
委
員
会
会
議
録
第
九
号
四
頁
参
照
。

金
田
豊
寸
労
働
組
合
と
独
占
規
制
と
分
野
調
整
法
」
労
働
法
律
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6 7 8 (9) 

(
叩
)



料

旬
報
九
三
三
号
一
二
一
六
頁
参
照
。

(
U
)

経
団
連
月
報
二
三
巻
一
二
号
ニ
五
頁
参
照
。

(
ロ
)
解
説
「
大
企
業
の
中
小
企
業
分
野
進
出
に
行
動
基
準
」
金
融
財

政
事
情
一
二
五
五
号
一
七
頁
参
照
。

(
日
)
第
八
O
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
議
録
第
一
八
号
三
頁
、
「
思
惑

が
先
行
し
た
分
野
調
整
法
」
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
一
二
八
四
号
八
頁
、

大
林
弘
道
「
今
日
の
中
小
企
業
問
題
と
競
争
秩
序
|
|
l
分
野
法
制

定
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
経
済
法
二
二
号
三
五
頁
参
照
。

(
M
)

第
八
O
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
議
録
第
一
八
号
一

l
二
頁
、

飯
田
経
夫
「
弱
者
救
済
と
競
争
促
進
政
策
|
|
中
小
企
業
分
野
調

整
論
の
自
己
矛
盾
を
つ
く
L

週
刊
東
洋
経
済
ご
九
七
六
・
八
・

二
一
)
四
八
五
三
頁
参
照
。

(
日
)
清
成
忠
男
「
分
野
調
整
法
は
何
を
も
た
ら
す
か
」
エ
コ
ノ
ミ
ス

ト
ニ
二
O
O
号
一
一
六
|
一
一
一
O
頁
参
照
。

(
時
)
佐
藤
芳
雄
『
寡
占
体
制
と
中
小
企
業
』
(
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
)

一
九
九
|
二
O
一
頁
参
照
。

(
げ
)
松
下
満
雄
「
中
小
企
業
分
野
調
整
法
の
法
律
問
題
」
ジ
ュ
リ
ス

ト
六
二
三
号
四
O
|
四
八
頁
参
照
。

(
時
)
根
岸
哲
ほ
か
、
座
談
会
、
中
小
企
業
分
野
調
整
の
問
題
点
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
六
二
三
号
三
二
|
三
五
頁
参
照
。

資

(
日
)
彬
「
現
代
に
お
け
る
中
小
企
業
と
法

ω」
法
律
時
報
四

九
巻
三
号
一
O
八
|
一
一
一
一
頁
参
照
。

(
却
)
た
と
え
ば
、
毎
日
新
聞
一
九
七
五
年
一
一
月
一
七
日
社
説
、
日

本
経
済
新
聞
一
九
七
五
年
五
月
二
十
二
日
社
説
、
朝
日
新
聞
一
九

七
六
年
一
月
一
O
日
社
説
、
名
和
太
郎
「
〔
月
曜
寸
評
〕
消
費
者
の

利
益
損
う
恐
れ
大
|
|
中
小
企
業
分
野
確
保
法
案
|
|
」
朝
日

新
聞
一
九
七
五
年
六
月
九
日
。

(
幻
)
寸
活
発
化
す
る
分
野
調
整
法
の
立
法
化
問
題
」
財
経
詳
報
一
一
一
一
一

二
号
二
ハ
一
七
頁
、
藤
咲
浩
二
「
中
小
企
業
と
大
企
業
の
分
野

調
整
問
題
」
商
事
法
務
七
二
二
号
六
八
|
七
一
頁
参
照
。

(
幻
)
中
小
企
業
庁
「
中
小
企
業
事
業
分
野
調
整
対
策
の
強
化
に
つ
い

て
(
昭
和
五
一
年
度
)
」
、
同
「
中
小
企
業
事
業
分
野
調
整
対
策
に

つ
い
て
(
昭
和
五
二
年
度
)
」
参
照
。

(
お
)
第
八
O
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
議
録
第
一
七
号
三
六
頁
、
第

八
O
国
会
参
議
院
商
工
委
員
会
会
議
録
第
八
号
五
|
六
頁
参
照
。

(
M
)

朝
日
新
聞
一
九
七
六
年
七
月
二
日
参
照
。

(
お
)
大
林
弘
道
「
分
野
法
と
競
争
促
進
政
策
(
下
)
」
商
経
論
叢
一
三

巻
四
号
二
一
|
二
三
頁
参
照
。

(
お
)
大
林
・
前
掲
(
註
二
五
)
二
四
頁
、
一
O
一
ニ
頁
参
照
。

(
幻
)
朝
日
新
聞
一
九
七
七
年
四
月
二
九
日
参
照
。

正
田

北法40(4・230)1064



中小企業分野法の成立・改正に関する立法過程について

(
部
)
分
野
協
は
、
促
進
協
加
盟
国
体
の
う
ち
日
本
貴
金
属
宝
飾
品
製

造
卸
組
合
連
合
会
及
び
全
国
タ
イ
ヤ
商
工
協
同
組
合
連
合
会
以
外

の
も
の
と
、
新
た
に
加
わ
っ
た
社
団
法
人
日
本
喫
煙
具
協
会
、
全

国
割
賦
斡
旋
事
業
協
会
、
社
団
法
人
全
国
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

連
合
会
、
首
都
圏
ピ
ル
サ
ー
ビ
ス
協
同
組
合
、
全
国
こ
ん
に
ゃ
く

協
同
組
合
連
合
会
、
日
本
ア
ン
プ
ル
工
業
組
合
、
日
本
キ
ャ
ン
パ

ス
メ
ー
カ
ー
組
合
及
び
全
国
納
豆
協
同
組
合
連
合
会
と
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
た
。
中
小
企
業
事
業
分
野
確
保
協
議
会
寸
分
野
法
と
商

調
法
の
改
正
を
ノ
」
(
一
九
八

0
・
八
・
二
三
)
参
照
。

(
泊
)
分
野
協
ニ
ュ
ー
ス
三
五
号
、
同
三
六
号
参
照
。

(
却
)
分
野
協
ニ
ュ
ー
ス
四
一
号
、
周
囲
二
号
、
同
四
四
号
参
照
。

(
出
)
第
九
一
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
第
一
三
号
二
六

i
一一七

頁
、
第
九
三
国
会
衆
議
院
商
工
委
員
会
議
録
第
五
号
一

O
頁
、
一

五
|
一
六
頁
参
照
。

(
犯
)
清
水
勇
「
事
業
分
野
調
整
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
商
事
法
務

九
一
三
号
七
一

O
頁
参
照
。

(
犯
)
松
本
進
「
揮
発
油
販
売
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
法

令
解
説
資
料
総
覧
二
四
号
一
八
六
一
九

O
頁
参
照
。

(
担
)
白
井
貞
夫
寸
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
機
会
の
確
保
の
た
め
の

大
企
業
者
の
事
業
活
動
の
調
整
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

35 

二 る
三経法
頁済律

語古屋
。庁長

J 説

雇君
ん総
年

覧
度一

年四
号

次ー
経九
済一

望 l

一九

九墓
よ逼

〈
質
疑
応
答
〉

こ
の
法
案
は
、
最
初
議
員
か
ら
出
さ
れ
て
い
て
、
後
に
政
府

提
案
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
議
員
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ

の
よ
う
な
例
は
他
に
あ
り
ま
す
か
。

A

野
党
が
先
鞭
を
つ
け
て
、
野
党
法
案
の
ま
ま
で
は
な
か
な
か

通
す
訳
に
は
い
か
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
後
政
府
提
案
に

な
っ
た
と
い
う
例
は
、
厚
生
関
係
、
労
働
関
係
の
法
律
で
は
、
例
え

ば
最
低
賃
金
法
、
国
民
年
金
法
、
家
内
労
働
法
、
港
湾
労
働
法
な
ど
、

非
常
に
多
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
環
境
関
係
で
は
、
公
害
対
策
基
本

法
も
そ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
経
済
法
で
い
い
ま
す
と
、
中
小
企
業
関

係
の
法
律
と
し
て
、
中
小
企
業
基
本
法
、
小
売
商
業
調
整
特
別
措
置

法
、
そ
れ
か
ら
こ
の
分
野
法
も
そ
う
で
す
し
、
大
規
模
小
売
庖
舗
に

お
け
る
小
売
業
の
事
業
活
動
の
調
整
に
関
す
る
法
律
の
前
身
で
あ
る

百
貨
底
法
も
あ
り
ま
す
。
特
に
経
済
法
は
、
亡
く
な
っ
た
春
日
一
幸

議
員
が
、
自
分
も
中
小
企
業
を
経
営
し
て
お
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な

Q 

北法40(4・231)1065 



料

こ
と
が
あ
り
、
ま
た
、
中
小
企
業
が
民
社
党
の
基
盤
で
あ
る
と
い
っ

た
事
情
か
ら
、
民
社
党
が
熱
心
で
し
た
。

資

業
者
間
の
調
整
の
よ
う
な
作
業
が
ど
う
し
て
も
入
っ
て
く
る

か
ら
議
員
立
法
を
そ
の
ま
ま
受
け
て
と
い
う
訳
に
い
か
な
く
て
、
責

任
あ
る
政
府
官
庁
の
ほ
う
で
最
終
的
に
は
仕
上
げ
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
か
。

Q 

こ
の
問
題
は
報
告
の
中
で
も
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
、
政
府
は

法
律
を
作
り
た
く
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
も
そ
も
行
政
指
導
だ
け
で

や
り
た
か
っ
た
の
で
す
ね
。
し
か
し
議
員
の
方
か
ら
言
う
と
選
挙
も

あ
り
ま
す
し
、
地
元
で
問
題
の
起
き
て
い
る
場
合
の
議
員
と
い
う
の

は
一
番
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
か
か
る
訳
で
す
。
そ
れ
で
、
政
府
と
し
て

は
、
議
員
立
法
で
強
力
な
規
制
措
置
を
も
っ
法
律
を
作
ら
れ
る
よ
り
、

政
府
提
案
に
よ
る
方
が
ま
だ
ま
し
だ
と
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
こ
で
、
審
議
会
に
諮
問
し
て
、
審
議
会
で
も
あ
ま
り
強
い
規

制
を
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
答
申
を
出
し
て
も
ら
っ
た
訳
で
す
。

A 

な
る
べ
く
骨
抜
き
に
す
る
と
い
う
た
め
に
政
府
提
案
に
な
っ

た
わ
け
で
す
か
。

Q A 

そ
う
で
す
。
政
府
は
、
自
民
党
に
か
な
り
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を

掛
け
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
ま
り
詳
し
く
は
報
告
し
な
か
っ
た
の
で
す

け
れ
ど
、
最
初
の
自
民
党
案
に
は
、
分
野
指
定
、
大
企
業
の
進
出
の

事
前
届
出
、
事
業
開
始
の
時
期
・
事
業
設
備
の
規
模
の
変
更
勧
告
、

勧
告
違
反
に
対
す
る
命
令
、
命
令
違
反
に
対
す
る
罰
則
、
大
規
模
消

費
生
協
に
対
す
る
規
制
等
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
塩
崎

案
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
が
途
中
で
、
お
そ
ら
く
政
府

の
働
き
か
け
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
潰
さ
れ
た
訳
で
す
。
自

民
党
の
最
終
案
は
「
武
藤
案
L

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
〈
資

料
2
〉
に
掲
げ
て
あ
り
ま
す
よ
う
に
規
制
の
弱
い
も
の
に
な
り
、
分

野
指
定
、
命
令
、
罰
則
な
し
の
公
表
だ
け
の
法
案
に
な
り
ま
し
た
。

政
府
案
は
、
武
藤
案
と
ほ
ぼ
同
じ
べ

l
ス
で
作
ら
れ
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
で
す
。

北法40(4・232)1066

政
府
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
政
党
ぺ

1
ス
で
こ
う
い
っ
た

分
野
に
つ
い
て
立
法
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す

・刀

Q 

表
に
出
て
は
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
途
中
の
段
階
ま
で
い
っ
た

も
の
は
相
当
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
最
後
ま
で
い
っ
た
の
は
あ
ま
り

な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
法
案
が
、
修
正
と
い
う
形
で
最
後
ま
で
い
っ

た
例
で
す
。
こ
れ
で
満
足
し
な
い
で
そ
の
後
分
野
法
と
大
規
模
底
舗

A 



法
を
合
体
し
た
よ
う
な
強
力
な
も
の
を
作
ろ
う
と
い
う
の
で
、
い
ろ

い
ろ
自
民
党
か
ら
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
地
元
で
そ
う
い
う
問
題
が

起
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
議
員
が
熱
心
で
、
そ
れ
で
途
中
ま
で
い
っ
た

の
で
す
が
、
つ
い
に
提
出
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

中小企業分野法の成立・改正に関する立法過程について

中
小
企
業
分
野
調
整
法
の
場
合
は
、
典
型
例
で
す
ね
。

そ
う
で
す
ね
、
典
型
例
で
す
。
こ
れ
は
先
程
申
し
ま
し
た
よ

う
に
、
そ
の
時
に
参
議
院
選
挙
を
ひ
か
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
、

与
野
党
伯
仲
の
国
会
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
両
方
が
か
ら
ん
で
い
た

と
思
い
ま
す
。

Q A 自
民
党
の
商
工
部
会
・
政
策
審
議
会
で
の
通
産
省
・
中
小
企
業
庁

と
自
民
党
議
員
と
の
対
立
、
こ
れ
は
相
当
な
も
の
で
し
た
。
通
産
省
・

中
小
企
業
庁
は
出
来
る
だ
け
行
政
指
導
で
や
り
た
い
と
、
そ
れ
で
、

最
初
出
し
た
よ
う
に
行
政
指
導
を
や
り
や
す
く
す
る
法
律
、
行
政
指

導
の
根
拠
に
な
る
法
律
、
そ
う
い
う
も
の
を
や
り
た
が
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
自
民
党
の
個
々
の
議
員
は
、
相
当
地
元
か
ら
の
突
き
上

げ
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
、
や
は
り
相
当
き

び
し
い
規
制
と
い
う
の
で
す
か
、
社
会
党
あ
る
い
は
共
産
党
の
案
と

同
じ
様
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
随
分
摩
擦
が
大
き
か
っ
た
と

い
え
ま
す
。

こ
の
法
律
は
、
結
果
的
に
中
小
企
業
者
に
と
っ
て
有
利
に

な
っ
て
く
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

Q 

こ
の
間
、
分
野
協
の
人
と
話
を
し
た
の
で
す
け
れ
ど
、
分
野

法
は
な
い
よ
り
は
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
、
特
に
知
事
を
窓
口
と
す

る
改
正
が
入
っ
た
後
は
、
行
政
指
導
も
よ
く
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て

お
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
法
律
通
り
動
い
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん

け
れ
ど
も
、
た
だ
窓
口
に
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
そ
の
お
か
げ
で

知
事
と
い
う
か
県
レ
ベ
ル
で
、
か
な
り
適
切
に
対
応
し
て
く
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
今
の
段
階
と
し
て
は
、
や
は
り
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
。

だ
か
ら
規
制
緩
和
に
よ
っ
て
こ
れ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
困
る
の

だ
と
。
こ
れ
か
ら
は
、
促
進
運
動
よ
り
擁
護
運
動
だ
と
、
こ
う
い
う

こ
と
を
言
っ
て
い
ま
し
た
。

A Q

そ
う
す
る
と
非
常
に
大
ざ
っ
ぱ
な
言
い
方
で
民
意
と
い
う
の

で
す
か
、
民
意
と
い
う
の
も
何
か
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
さ
し

あ
た
り
中
小
企
業
者
を
保
護
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
民
意
が
法

律
に
反
映
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
か
。

A

民
意
と
い
う
の
は
抽
象
的
に
言
う
と
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。
消
費
者
団
体
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
し
、
分
野
協
な
ど

の
中
小
企
業
団
体
も
あ
り
ま
す
し
、
だ
か
ら
民
意
と
一
般
化
し
て
抽
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象
的
に
言
う
と
反
映
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
話
は
難
し
い
話

に
な
る
訳
で
す
が
、
少
な
く
と
も
、
中
小
企
業
団
体
の
意
見
は
あ
る

程
度
満
足
さ
れ
て
い
る
。
独
禁
法
の
改
正
の
時
は
消
費
者
団
体
が
非

常
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
分
野
法
問
題
の
時
は
消

費
者
団
体
は
む
し
ろ
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
反
対
の
方
に
立
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
民
意
の
判
断
と
い
う
の
は
難
し
い
と
い
え
ま

す。

資

こ
の
法
案
は
、
政
党
の
案
か
ら
政
府
提
案
に
な
り
ま
し
た
が
、

議
院
法
制
局
と
内
閣
法
制
局
、
関
係
官
庁
と
の
接
触
と
い
う
の
は
相

当
あ
り
ま
し
た
か
。

Q 

議
院
法
制
局
で
は
、
立
案
を
す
る
時
に
、
実
際
の
運
用
が
か

ら
み
ま
す
の
で
各
省
か
ら
来
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
で
運
用
出
来
る
か
と
い
う
話
を
す
る
た
め
に
で
す
。
そ
の
時
に

お
そ
ら
く
各
省
の
方
は
一
応
、
内
閣
法
制
局
と
相
談
し
て
来
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
た
だ
必
ず
し
も
、
議
院
法
制
局
と
し
て
は
そ
れ
に
従

う
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
自
ら
の
判
断
で
や
り
ま
す
。

A Q 

両
者
の
間
で
相
当
対
立
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

あ
り
ま
す
ね
。
長
時
間
に
わ
た
っ
て
各
省
と
デ
イ
ス
カ
ツ

A 

シ
ヨ
ン
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
議
院
法
制
局
は
実
際
の
現

場
を
あ
ま
り
知
り
ま
せ
ん
か
ら
、
例
え
ば
、
こ
う
い
う
修
正
案
を
作

る
場
合
で
も
、
こ
う
い
う
修
正
を
す
る
け
れ
ど
も
実
際
動
く
か
ど
う

か
と
い
う
よ
う
な
点
に
つ
い
て
は
、
各
省
の
話
を
十
分
に
聴
き
ま
す
。

北法40(4・234)1068

非
常
に
興
味
深
く
、
有
益
な
ご
報
告
で
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

私
ど
も
の
か
な
り
の
程
度
の
関
心
と
致
し
ま
し
て
、
立
法
過
程
に
お

け
る
、
何
ら
か
の
具
体
的
な
類
型
例
を
た
て
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
立
法
過
程
と
い
う
の
は
無
数
に
ご
ざ
い
ま
ず
か
ら
、
あ
る

程
度
の
類
型
化
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
と
し
て
も
実
際
的
に
も

参
考
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
だ
ん
だ
ん
気
が
付
い
て
参
り
ま
し
た
。

最
初
は
政
府
主
導
で
適
当
に
い
ろ
い
ろ
参
加
し
て
く
る
、
介
入
し
て

く
る
と
い
う
考
え
で
し
た
け
れ
ど
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
ら
し
い

と
。
中
小
企
業
関
係
の
立
法
過
程
と
い
う
の
は
、
や
は
り
、
あ
る
歴

史
性
を
持
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
感
じ
を
持
つ
に
至
り
ま

し
た
。
立
法
過
程
論
の
先
駆
と
も
言
え
る
小
林
直
樹
教
授
の
『
立
法

学
研
究
』
の
中
で
も
、
中
小
企
業
団
体
法
の
立
法
過
程
を
随
分
実
地

に
足
を
運
ん
で
研
究
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
、
中
小
企
業

の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
グ
ル
ー
プ
、
鮎
川
義
介
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
グ
ル
ー

プ
が
指
導
力
を
発
揮
し
て
、
こ
れ
は
大
企
業
と
も
衝
突
し
て
、
経
団

Q 



中小企業分野法の成立・改正に関する立法過程について

連
と
も
争
い
に
な
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
、
政
党
、
政
府
に
影
響
を

与
え
て
そ
れ
か
ら
立
法
過
程
に
お
い
て
非
常
に
複
雑
な
、
単
純
に
、

政
府
案
が
通
っ
て
い
く
と
い
う
類
型
で
は
な
い
類
型
を
示
し
て
下
さ

い
ま
し
て
、
参
考
に
な
っ
た
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
、
お
聴
き
し

て
お
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
中
小
企
業
団
体
組
織
法
な
り
、
あ
る
い

は
関
連
し
た
多
く
の
法
律
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
の
関

連
に
お
い
て
、
ご
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
分
野
法
と
い
う
も
の
が
、

や
は
り
、
同
じ
様
な
基
本
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る

い
は
特
徴
を
も
つ
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
、
そ
の
関
連
に
つ
い

て
お
教
え
頂
け
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

A

報
告
で
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
経
団
連
と
政
府

i
l特
に

通
産
省
|
l
t
と
の
連
携
プ
レ
ー
が
見
ら
れ
る
中
で
、
分
野
法
の
成
立

に
つ
い
て
促
進
協
、
後
の
分
野
協
が
か
な
り
中
心
的
な
役
割
を
果
し

て
い
た
と
思
い
ま
す
。
促
進
協
が
中
核
と
な
っ
て
、
各
政
党
に
足
を

運
ん
だ
り
、
そ
れ
か
ら
何
回
も
各
政
党
の
中
心
に
な
る
議
員
を
呼
ん

で
、
代
表
者
集
会
な
ど
を
聞
い
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
を
み
る

と
、
中
小
企
業
は
、
自
分
の
死
活
の
問
題
だ
と
い
う
危
機
意
識
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
促
進
協
の
事
務

局
長
が
非
常
に
活
動
的
な
人
で
、
積
極
的
に
各
党
を
回
っ
て
活
躍
し

た
こ
と
も
、
挙
げ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
、
一
番
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
る
中
小
企
業
の
人
達
と
、
そ
れ
を

組
織
し
て
引
っ
張
っ
て
い
く
リ
ー
ダ
ー
、
そ
れ
と
地
元
の
議
員
、
こ

れ
ら
の
人
が
分
野
法
の
成
立
に
関
し
て
一
番
力
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
分
野
法
制
定
促
進
勢
力
と
こ
れ
に
対

抗
す
る
経
団
連
、
政
府
、
自
民
党
の
一
部
の
議
員
と
の
対
立
の
構
図

の
中
で
、
分
野
法
の
立
法
過
程
が
進
ん
で
行
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。こ

れ
は
、
保
守
党
も
野
党
も
、
選
挙
の
取
り
合
い
の
よ
う
な

領
域
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
関
心
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
か
と
思
い

ま
す
が
、
や
は
り
、
議
員
立
法
に
親
し
み
ゃ
す
い
と
同
時
に
最
後
は

政
府
が
扱
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
よ
う
な
領
域
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ

う
か
。
つ
ま
り
、
ど
う
し
て
も
白
本
経
済
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
の
は

大
企
業
で
す
の
で
、
保
守
党
と
し
て
は
、
政
府
と
し
て
は
大
企
業
と

の
関
連
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
す
し
、
日
本
経
済
の
根
幹
に

触
れ
る
問
題
だ
と
思
い
ま
す
の
で
。

A

政
府
提
案
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
思

い
ま
す
が
、
政
府
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
強
い
関
心
を
持
た
ざ
る
を

得
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
大
企
業
体
制
と
い
う
の
は
、
や
は
り
ガ

シ
ツ
と
し
て
ま
ず
か
ら
、
分
野
法
推
進
サ
イ
ド
か
ら
い
え
ば
、
そ
の

Q 
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体
制
の
中
で
ど
こ
ま
で
そ
れ
を
つ
き
く
ず
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
反
対
に
大
企
業
サ
イ
ド
か
ら
い
え
ば
、
社
会
情
況
を
考
慮
し
て
、

ど
こ
ま
で
譲
歩
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

資

Q 

自
民
党
政
府
の
立
場
か
ら
で
す
ね
。

え
え
、
そ
う
で
す
。

A 

そ
う
し
ま
す
と
、
中
小
企
業
関
係
の
法
律
と
こ
れ
と
ま
た

違
っ
た
、
大
蔵
省
の
主
導
の
経
済
政
策
を
進
め
て
い
く
立
法
と
は
、

類
型
が
違
う
と
い
う
印
象
を
も
っ
て
お
り
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ

〉っか。
Q 

お
答
え
に
な
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
日
本
の
経

済
政
策
全
体
の
問
題
と
い
っ
た
よ
う
な
問
題
が
、
議
員
立
法
で
や
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
し
、
経

済
政
策
の
根
幹
に
及
ぶ
よ
う
な
問
題
と
い
う
の
は
、
ま
ず
議
員
立
法

と
し
て
は
手
が
け
た
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
中
小
企
業

の
法
律
は
一
般
的
に
言
い
ま
し
て
、
通
産
関
係
の
中
で
は
非
常
に
細

か
い
法
律
で
、
法
律
の
数
も
多
く
あ
り
ま
す
。
大
企
業
に
関
す
る
法

律
で
、
通
産
省
の
関
係
の
法
律
と
い
う
の
は
、
微
々
た
る
も
の
で
、

行
政
指
導
と
い
う
の
が
一
番
幅
を
き
か
せ
て
い
る
場
面
で
な
い
か
、

A 

と
い
う
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。

付
記
本
稿
は
、
一
九
八
九
年
八
月
二
一
日

1
二
三
日
に
開
催
さ
れ
た

北
大
立
法
過
程
研
究
会
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、

A
の
部
分
に
は
、
報
告
者
の
ほ
か
、
上
回
章
前
衆
議
院
法
制

局
長
及
び
坂
本
一
洋
衆
議
院
法
制
局
第
一
部
長
の
発
言
が
含
ま
れ
て
い

ヲ
匂
。
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中小企業分野法の成立・改正に関する立法過程について

く資料 I> 大企業の進出状況 〔中小企業分野確保法促進協議会)'76.7 

時期 業 種 問題が生じた地域 進出大企業の内容 進出の内容 結 果 業界の概要

49. 10 旦 腐 徳 島 市 四国化工機開 日産4千丁を生産 農林省の行政指導により当事者間で 企業数

(全国) ヤクルトの子会社 話し合いを行った結果一ヤクルトは撤 約35，000(全国)

50. 9 退を表明 (9月10日) 総従業員数 105，000人
ーーーーーーー--- -ーー圃・・--ーーーーーーーーーーーーーーー ー------ーーーーーーーーーーーーーーーーー『ー'ー・・・ーー--ーーー ーーーーーーーーーーー『ーー，ー・・・・・--ーーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 平 均 3人

49. 11 豆 腐 東 京 森永乳業 東京葛飾区の自社工場で日産15千丁 農林省の行政指導により当事者間で 日 産約1千万丁

(全国) を生産 話し合い中

49. 11 も や し 足 手り 市 ユニイースト閥 既存工場内に 5トン/日のもやし設 東京・栃木・群馬を中心に反対運動、 企業数

(資本金 2億円) 備を設置 農林省等 1，282 (全国)

50. 6 ユニチカ100%出資 現在l.5トン/日を生産 ①設備を増やさない 総従業員数 6，500人

②組合加入等の条件の内容で指 平 均 5人

導 年間生産量

28万トン (48年度)

50. 3 理化医ガラス 船 橋 市 岩城ガラス開 昭和44年より理化医ガラスを輸入生 加工業者が反対、通産省は50年12月 企業数 40社

(資本金 208億円) 産していたが今回自動成形機を導入 26日ブロ一成型法によるものは今後 (うち中小企業39社)

50. 12 旭ガラス 49.8%出資 2年間は49年度の出荷実績程度とす 年間生産額 5，489百万円

ること等で行政指導 (うち中小企業4，789百万円87%)

49. 8 段ボール紙器 新 潟 県 本州ニューパック欄 白根市に工場新設(予定)段ボール 49年11月新潟県調停案を呈示(1. 企業数 5，175社

(資本金 9千万円) シート及びケースの生産 当面は段ボール箱は生産しない (うち中小企業 5，155社)

本州製紙 75%出資 2.土地の取得は50年10月以降とす 総従業員数 150，000人

るなど)本州側は受諾地元中小企業 平 均 30人

団体は回答留保 段ボール生産額 5，168億円

(49年度)

(うち中小企業 3，049億円

59%) 

48. 10 軽 E:P 席。 東 尽 欄ニュープリント プリント・ショップのチェーン方式 通産省は、 企業数 1，815社

(青 写 真) (全国) (資本金 5千万円) による全国的展開 ①直営庖は 2庖舗に限ること 間日軽印加盟数 (49年)

大日本印刷 100%出資 ② 他はフランチャイズチェーン 総従業員数 29，000人

方式とし、既存中小企業との共存共 平 均 16人

栄を図ること等の条件で行政指導 年間取扱高 130，766百万円

(49年)

推定企業数 3，000社

47. 5 クリーニング 神 奈 )11 県 開エーデルワイズ 集中処理工場を厚木市に建設 直営庖を出さないこと、チェーン庖 全国のクリーニング庖

東 京 (資本金 1億円) は東京のクリーニング環境衛生同業 58，000庖(うち50人未満

日商岩井 50%出資 組合加盟底に限ることを条件に行政 55，000) 

指導 総従業員数 240，000人

平 均 4人

取次底 32，000庖

北法40(4・237)1071





中小企業分野法の成立・改正に関する立法過程について

時期 業 種 問題が生じた地域 進出大企業の内容 進出の内容 結 果 業界の概要

40. 限 鏡 全 国 日本光学、保谷碍子、服部時計底、 レンズ業界の市場占有率70%以上 事業所数 23，000軒(全国)

(レンズ・プレー 東京光学等 フレーム分野にも進出 総従業員数 69.000人

ム・卸・小 売 )

平 均 3人

50. 8 書 j吉 東 京 京王電鉄の小会社 府中駅前に書庖の進出 売場面積173坪を123坪に縮小にて妥 事業所数 16，000軒(全国)

(全国) 京王エステート 結 総従業員数 64，000人

その他東武西武国鉄・鹿島 平 均 4人

建設アメリカヤ靴底等

42. 貴 金 属 東 京 「エドヤジェム」 49年度売上げ 通産省に行政指導を要請 事業所数 20，000軒(全国)

(全国) 呉服メーカー 70億円 総従業員数 100，000人

(資本金 4，000万円) 呉服部門 45% 平 均 5人

宝石部門 55% 

48 葬 タJゴEミ 東 京 松屋デパート 葬祭部門コーナーの開設 35 単組 1.150宇土

(全国) 側三越

49. 5 か ま lま .::. 全 国 大洋漁業 最近になり生産量を増加 中小企業者の反対運動、水産庁は 金業数

日本水産 ① 設備を増やさない 3，008 (全国)

50. 5 ② 準組合員となる等の内容で行政 年間生産量

指導 102.1万トン

51. 5 和・洋生菓子 全 国 山崎製パン側 庖舗チェーン化、大量生産、大量販 農林省の行政指導により近く第 I回 (菓子(パンを含む)製造業)

売による廉売 の話し合いをする予定 企業数 80，312社

年間生産額 440，600百万円

北法40(4・239)1073





中小企業分野法の成立・改正に関する立法過程について

〈資料2> 各党の分野調整法案

{91 50.7.4 

党 名 自民党(~~.~~. :衆議院提案¥l 社会党(~?'，~.2，5衆議院提案、l 公明党 0.11.13 /1 民社党(~~'，~.2，5余一議院提案) 共産党 (51228衆議院提案)
51.11.4廃案 51.11.4廃案 50.12.25 51.11. 4廃案 51.11.4廃案

1. 2 .16 /1 

51.11.4 

法 律 名 中小企業者の事業分野における事業活 中小企業者の事業分野の確保に関する 中小企業者の事業分野に参入する大企 中小企業者の産業分野の確保に関する 中小企業者の事業分野を確保するため

動の調整に関する法律(案) 法律(案) 業者の事業活動の調整に関する法律 法律(案) 大企業者の事業活動の規制に関する法

(案) 律(案)

業種指 定 な し 製造業、建設業、サービス業のうちか 政令で指定 製造業、建設業、商業、サービス業の 主務大臣が指定

ら政令で指定 うちから政令で指定

事業開 始 主務大臣による調査 指定業種に属する事業を営んでいる者 大企業者(ダミーを含む)及び大企業 指定業種に属する事業を拡張し若しく 指定業種に属する事業を営もうとする

等 の届出 (中小企業者の団体の申出による調査 及び指定後新たに営もうとする者は主 者以外の者が大企業者となって指定業 は新たに営もうとする大企業者は、主 大企業者(特定大企業を除く)は、主

を含む。) 務大臣に届出ること(事業廃止の場合 種に属する事業を開始するときは 6カ 務大臣に届出 務大臣の許可をうること

も同様) 月前までに主務大臣に届出る

大 企業の 大企業者(ダミーを含む)は、その事 大企業者(ダミーを含む)は、業種の 大企業は不当に中小企業者の事業活動 1. 特定大企業(資本金30億円以上)

進出制 限 業活動によって不当に中小企業者の事 指定後、新たに事業の開始、事業の拡 に影響を与えないよう配慮しなければ については指定業種への進出禁止

業活動に影響を与えないよう配慮する 張をしてはならない。 ならない。 2. 1以外の大企業については許可制

(訓示規定)

進出計画の な し な し 主務大臣は大企業の進出計画を公表 な し な し

公表と聴聞 し、異議のある商工組合等は主務大臣

に意見書の提出を行う。

審議会への諮問 主務大臣は事業活動調整審議会の意見 政令の制定、改廃、命令の発動等は中 意見書に基づき中央・都道府県中小企 政令の制定、命令の発動等は中小企業 主務大臣は中小企業事業分野審議会の

を聴いて大企業者に対し勧告 小企業政策審議会に諮問 業分野調整審議会に付議 産業分野確保審議会に諮問 議を経て大企業者の進出を許可

大企業に対する
主務大臣は、大企業(ダミーを含む)

大企業者は、業種指定後は中小企業者 主務大臣は審査会の答申に基づき、進
主務大臣は、大企業者が届出に係る事 1. 主務大臣は指定業種に属する事業

命令等
がその事業活動によって不当に中小企

に対して、新たに資本又は人的関係に 出大企業に対し、計画の変更を命令す
業を行うことにより中小企業者の存立 を営む大企業者の事業活動が中小企

業者の事業活動に悪影響等を及ぼして
おいて支配力を及ぼしてはならない。 ることができる。

に重大な影響を及ぽすこととなると認 業者に相当程度の影響を及ぽす(お

いる場合、事業の変更等を勧告できる。
違反した場合=主務大臣による違反行

めるときは届出を受理した日から 4月 それがある)と認めるときは必要な

主務大臣は勧告するまでの聞大企業者
為の排除命令

以内に大企業者に対し進出計画の変更 指示をする。

に対し、進出等の一時停止の勧告がで
大企業の事業活動が中小企業の存立に 大企業の事業活動が中小企業者に相当

を命ずることができるo

きる。 2. 主務大臣は大企業者が指示に従わ

以上の勧告に従わなかった場合には、
重大な悪影響を与えていると認められ 程度の影響を及ぽすおそれのあると

ず又はこの法律若しくは法律に基づ

主務大臣は、公表することができる。
るときは、主務大臣は、当該大企業に き、主務大臣は、当該大企業に対し、

く主務大臣の処分に違反したとき
対し、その圧迫を緩和するための措置 当該行為をしないよう勧告することが

は、許可の取消し文は期間を定めて
を採るよう命令できる。 できる。

営業の停止を命ずることができる。

主務大臣は、事前届出及び命令違反を

北法40(4・241)1075 





中小企業分野法の成立・改正に関する立法過程について

(、d、h4559 5 8 参117院21p17提2445案廃Hn→案→、') 
党 名 自民党(~~.~~. :衆議院提案¥l 社会党(~~'，~ .2，5衆議院提案、l 明党 0.11.5513 0 0 民社党 (51325参議院提案) 共産党(~~'，2， .2，8衆議院提案¥l 

51.11. 4廃 案 51.11. 4廃案 51.11. 4廃案 51.11. 4廃案
1. 2 .16 

51 

行った者に対し、是正措置がとられる

までの問、違反した事業活動を停止す

べきことを命令できる。

立入検査等 主務大臣は、政令の定めるところによ な し 主務大臣は指定業種大企業に対し、事 な し 主務大臣は、指定業種に属する事業を

り大企業者に対し、事業報告をさせ、 業報告をさせ、また立入検査ができる。 営む大企業者に対し、事業報告をさせ

または立入検査ができる。 又は立入検査ができる。

北法40(4・243)1077





〈
資
料
3
〉

(
小
字
及
び
|
|
は
衆
議
院
修
正
の
部
分
)

中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
機
会
の
確
保
の
た
め
の
大
企
業
者
の
事

業
活
動
の
調
整
に
関
す
る
法
律
案

中小企業分野法の成立・改正に関する立法過程について

中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
機
会
の
確
保
の
た
め
の
大
企
業
者
の
事
業

活
動
の
調
整
に
関
す
る
法
律

(
目
的
)

O
中
小
企
業
者
の
経
営
の
安
定
に
悪
彰
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る

第
一
条
こ
の
法
律
は
、

O
大
企
業
者
の
状
槻
懐
恰
事
業
の
開
始
又
は
陣

偉
い
状
槻
模
作
拡
大
に
関
し
、
一
般
消
費
者
等
の
利
益
の
保
護
に
配
慮

し
つ
つ
、
そ
の
事
業
活
動
を
調
整
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
小
企
業
の
事

業
活
動
の
機
会
を
適
正
に
確
保
し
、
も
っ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(
定
義
)

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
中
小
企
業
者
」
と
は
、
次
の
各
号
の
一

に
該
当
す
る
者
(
次
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
)
を
い
う
。

一
資
本
の
額
文
は
出
資
の
総
額
が
一
億
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時

使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
三
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
っ

て
、
工
業
、
鉱
業
、
運
送
業
そ
の
他
の
業
種
(
次
号
に
掲
げ
る
業
種

を
除
く
。
)
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の

資
本
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
千
万
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時

使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
五
十
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
っ

て
、
小
売
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し

て
営
む
も
の
並
び
に
資
本
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
三
千
万
円
以
下

の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
百
人
以
下
の
会
社
及

び
個
人
で
あ
っ
て
、
卸
売
業
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て

営
む
も
の

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
企
業
者
L

と
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当

す
る
者
を
い
う
。

一
前
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
(
会
社
及
び
個
人
に
限

る
。
)
で
あ
っ
て
事
業
を
営
む
も
の

二
前
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
会
社
で
あ
っ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
者

が
単
独
で
そ
の
会
社
に
対
し
、
そ
の
発
行
済
株
式
の
総
数
、
出
資
口

数
の
総
数
又
は
出
資
価
額
の
総
額
の
二
分
の
一
以
上
に
相
当
す
る
数

文
は
額
の
株
式
又
は
出
資
を
所
有
す
る
関
係
そ
の
他
そ
の
事
業
活
動

を
実
質
的
に
支
配
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定

め
る
関
係
を
持
っ
て
い
る
も
の

(
大
企
業
者
の
責
務
)

第
三
条
大
企
業
者
は
、
状
槻
懐
片
道
業
の
開
始
又
は
陣
操
い
状
槻
恨
作

拡
大
に
際
し
て
は
、
当
該
事
業
と
同
種
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
中
小
企

2 
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料

業
者
の
利
益
を
不
当
に
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(
自
主
的
解
決
の
努
力
)

第
四
条
大
企
業
者
の
状
槻
隙
恰
-
事
業
の
開
始
又
は
陣
撲
い
状
腕
棋
恰
-
拡

大
に
際
し
、
当
該
事
業
と
同
様
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
中
小
企
業
者
と

当
該
大
企
業
者
と
の
聞
に
お
い
て
事
業
活
動
の
調
整
に
関
す
る
問
題
が

生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
双
方
の
当
事
者
は
、
早
期
に
、
か
っ
、
誠
意
を

も
っ
て
、
自
主
的
な
解
決
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

資

(
調
査
)

第
五
条
中
小
企
業
団
体
(
特
定
の
事
業
を
行
う
者
で
あ
る
こ
と
を
そ
の

直
接
文
は
間
接
の
構
成
員
(
以
下
単
に
「
構
成
員
」
と
い
う
。
)
の
資
格

と
し
、
か
っ
、
そ
の
構
成
員
の
大
部
分
が
中
小
企
業
者
で
あ
る
団
体
で

あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)

は
、
大
企
業
者
が
当
該
特
定
の
事
業
と
同
種
の
事
業
に
つ
き
当
該
中
小

企
業
団
体
の
構
成
員
た
る
相
当
数
の
中
小
企
業
者
の
経
営
の
安
定
に
悪

影
響
を
及
ぽ
す
お
そ
れ
の
あ
る
状
槻
慨
怜
事
業
の
開
始
文
は
陣
隣
い
状

槻
棋
和
拡
大
の
計
画
を
有
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
主
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
主
務
大
臣
に
対
し
、
当
該
計
画
の
内
容
に
関

し
、
そ
の
開
始
又
は
拡
大
の
時
期
、
規
模
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め

る
事
項
の
う
ち
自
ら
調
査
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
調

査
す
る
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
出
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
出
に
係

る
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
当
該
中
小
企
業

団
体
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

(
調
整
の
申
出
)

第
六
条
中
小
企
業
団
体
は
、
大
企
業
者
が
当
該
中
小
企
業
団
体
の
構
成

員
の
資
格
に
係
る
特
定
の
事
業
と
同
種
の
事
業
に
つ
き
状
槻
棋
わ
事
業

の
開
始
又
は
陣
障
い
状
腕
棋
b-拡
大
を
す
る
こ
と
が
当
該
中
小
企
業
団

体
の
構
成
員
た
る
相
当
数
の
中
小
企
業
者
が
現
に
供
給
し
て
い
る
物
品

又
は
役
務
に
対
す
る
需
要
の
減
少
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
り
こ
れ
ら
の

中
小
企
業
者
の
経
営
の
安
定
に
著
し
い
悪
影
響
を
及
ぽ
す
事
態
が
生
ず

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
主
務
大
臣
に
対
し
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
す
る

よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の

旨
を
当
該
申
出
に
係
る
大
企
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

(
調
整
勧
告
)

第
七
条
主
務
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
申
出
を
し
た
中
小
企
業
団
体
及
び
当
該
申
出
に
係
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中小企業分野法の成立・改正に関する立法過程について

る
大
企
業
者
の
聞
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
事
態
の
発
生
を
回
避
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
っ
、
当
該
事
態
の
発
生
を
回
避
す
る
こ
と

に
よ
り
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
機
会
を
適
正
に
確
保
す
る
必
要
が
あ

O
分
野
等

る
と
認
め
る
と
き
は
、
中
小
企
業

O
調
整
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、

若

し

く

は

を

当
該
大
企
業
者
に
対
し
、
当
該
事
業
の
開
始
区
は
広
大
の
時
期
の
繰

O
り

O
又

は

を

す

べ

き

1

1

1

1

1

l

O
下
げ
、

O
当
該
事
業
の
規
模
い
縮
小
そ
t
p馳
い
脂
骸
惇
陪
い
隣
住
を

個
槌
ド
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

2 

前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
の
内
容
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事

態
の
発
生
を
回
避
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
を
超
え
な
い
も
の
で
あ

り
、
か
っ
、
一
般
消
費
者
及
び
関
連
事
業
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る

お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

大
企
業
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
す
る
と
き
又
は
し
な

い
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
通
商
産
業
大
臣
の
意
見
を
聴

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
と
き
は
そ
の
旨

及
び
そ
の
勧
告
の
内
容
を
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
な
い
こ
と

3 4 5 

と
し
た
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
出
を
し
た
中
小
企
業
団
体
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

(
意
見
の
聴
取
)

O
分
野
等

第
八
条
中
小
企
業

O
調
整
審
議
会
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意

見
を
聴
か
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
意
見
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
中
小
企
業
団
体
及
び

当
該
申
出
に
係
る
大
企
業
者
並
び
に
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
選
定
し
た
一
般
消
費
者
、
関
連
事
業
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
者
の
意

見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
一
時
停
止
勧
告
)

第
九
条
主
務
大
臣
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
大

企
業
者
が
当
該
申
出
に
係
る
事
業
の
開
始
又
は
拡
大
に
つ
い
て
の
計
画

を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
ら
せ

る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
な
る
事
態
が
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
は
、
中

O
分
野
等

小
企
業

O
調
整
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
大
企
業
者
に
対
し
、

同
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
の
応
急
の
措
置
と
し

て
六
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
、
当
該
事
態
の
発
生
を
回
避
す
る
た
め

に
必
要
な
限
度
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
計
画
の
実
施
を

一
時
停
止
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
期
間
内
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き

北法40(4・247)1081
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O
分
野
等

な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
中
小
企
業

O
調
整

審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
当
該

期
間
を
延
長
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

2

第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
準
用
す
る
。

(
指
導
)

第
十
条
主
務
大
臣
は
、
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
す
る
と

O
分
野
等

き
は
、
中
小
企
業

O
調
整
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
勧
告
に
係

る
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
中
小
企
業
団
体
に
対

し
、
当
該
勧
告
に
係
る
事
業
と
同
種
の
事
業
に
係
る
中
小
企
業
の
競
争

力
の
強
化
及
び
一
般
消
費
者
の
利
益
の
増
進
の
た
め
に
当
該
中
小
企
業

団
体
の
構
成
員
た
る
中
小
企
業
者
が
講
ず
べ
き
設
備
の
近
代
化
、
技
術

の
向
上
、
事
業
の
共
同
化
そ
の
他
の
そ
の
事
業
活
動
の
改
善
の
た
め
の

方
策
を
示
し
て
必
要
な
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

資

(
調
整
命
令
)

第
十
一
条
主
務
大
臣
は
、
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
大
企

業
者
が
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨
を
公

表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、
な
お
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の
勧
告
に
係
る
措

置
を
執
ら
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
太
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
態
が

生
ず
る
こ
と
に
よ
り
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
中
小
企
業
団
体
の
構

成
員
た
る
中
小
企
業
者
の
相
当
部
分
の
事
業
の
継
続
が
著
し
く
困
難
と
な
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
中
小
企
業
分
野
等
調
整
審
議
会
の

意
見
を
聴
い
て
、
当
該
大
企
業
に
対
し
、
当
該
勧
告
に
係
る
措
置
を
執
る
べ
き

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

北法40(4・248)1082

2 

第
七
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
準
用
す
る
。

第
八
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
小
企
業
分
野
等
調
整
審
議
会

が
意
見
を
聴
か
れ
た
場
合
に
準
用
す
る
。

。
分
野
等

(
中
小
企
業

O
調
整
審
議
会
)

O
分
野
等

第
十
卜
条
通
商
産
業
省
に
、
附
属
機
関
と
し
て
、
中
小
企
業
O
調
整
審

議
会
(
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
)
を
置
く
。

2

審
議
会
は
、
こ
の
法
律
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
(
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
八
十
一
号
)
及
び
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律

(
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
)
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属

さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
調
査
審
議
す
る
ほ
か
、
関
係
各
大
臣
の
諮
問
に
応

じ
、
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
機
会
を
適
正
に
確
保
す
る
た
め
の
大
企

業
者
の
事
業
活
動
の
調
整
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

3

審
議
会
は
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
通
商
産
業
大
臣

が
任
命
す
る
委
員
二
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

4

審
議
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開

陳
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

3 
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前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
。

(
報
告
徴
収
)

O
及
び
第
十
一
条

第
十
仁
条
主
務
大
臣
は
、
第
七
条
版
作
第
九
条
O
の
規
定
の
施
行
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
大

企
業
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
適
用
除
外
)

四

第
十
ド
条
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
小
売
業
(
飲
食
脂
業
を
除
く
。
)
文
は

そ
の
業
種
に
つ
い
て
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
態
の
発
生
が
回
避

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
措
置
が
他
の
法
令
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
て
い
る
業

種
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
属
す
る
事
業
に
つ
き
、
大
企
業
者
が
状
陣

棋
恰
事
業
の
開
始
又
は
陣
撲
い
状
槻
模
作
拡
-
大
を
す
る
場
合
に
は
、
適

用
し
な
い
。

5 

(
主
務
大
臣
等
)

五

第
十
個
条
こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
大
企
業
者
が
開
始
し
文

は
拡
大
し
よ
う
と
す
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
と
す
る
。

2

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
主
務
大
臣
の
発
す
る
命
令
と
す

ヲ
匂
。

第

土罰
長塑

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、

三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

七

三

第
十
匹
条
第
十
仁
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、

を
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
八
条

2

法
人
の
代
表
者
は
文
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の

前
二
条

他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
肺
障
の
違
反
行

為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対

各
本
条

し
て
胴
悼
の
刑
を
科
す
る
。

附

則

(
施
行
期
日
)

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
臼
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
の
一
部
改
正
)

第
二
条
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
こ
の
こ
第
四
項
中
「
中
央
中
小
企
業
調
停
審
議
会
」
を
「
中

O
分
野
等

小
企
業
O
調
整
審
議
会
」
に
改
め
る
。

(
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
)

第
三
条
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

又
は
虚
偽
の
報
告

北法40(4・249)1083

O
分
野
等

目
次
中
「
中
央
中
小
企
業
調
停
審
議
会
」
を
「
中
小
企
業

O
調
整
審

議
会
」
に
改
め
る
。



料

第
三
十
条
の
四
第
四
項
中
「
行
な
お
う
」
を
「
行
お
う
」
に
、
「
中
央

O
分
野
等

中
小
企
業
調
停
審
議
会
」
を
「
中
小
企
業

O
調
整
審
議
会
」
に
改
め
る
。

第
三
章
第
八
節
の
節
名
中
「
中
央
中
小
企
業
調
停
審
議
会
」
を
「
中

O
分
野
等

小
企
業
O
調
整
審
議
会
」
に
改
め
る
。

第
八
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

O
分
野
等

(
中
小
企
業

O
調
整
審
議
会
)O

分
野
等

第
八
十
条
の
二
中
小
企
業

O
調
整
審
議
会
は
、
関
係
各
大
臣
の
諮
問
に

応
じ
、
組
合
協
約
及
び
特
殊
契
約
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す

ヲ
匂
。

資

第
八
十
一
条
の
前
の
見
出
し
を
「
(
都
道
府
県
中
小
企
業
調
停
審
議

会
)
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
同
条
と
す
る
。

第
八
十
二
条
中
「
中
央
中
小
企
業
調
停
審
議
会
は
関
係
各
大
臣
の
、

都
道
府
県
中
小
企
業
調
停
審
議
会
は
」
を
「
都
道
府
県
中
小
企
業
調
停

審
議
会
(
以
下
「
調
停
審
議
会
」
と
い
う
。
)
は
、
」
に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
中
央
中
小
企
業
調
停
審
議
会
は
会
長
一
人

及
び
委
員
九
人
以
内
で
、
都
道
府
県
中
小
企
業
調
停
審
議
会
は
」
を
「
調

停
審
議
会
は
、
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
中
央
中
小
企
業
調
停
審
議

会
又
は
都
道
府
県
中
小
企
業
調
停
審
議
会
(
以
下
「
調
停
審
議
会
」
と

総
称
す
る
。
)
」
を
「
調
停
審
議
会
」
に
改
め
る
。

第
八
十
四
条
及
び
第
八
十
八
条
中
「
通
商
産
業
大
臣
文
は
」
を
削
る
。

(
中
小
企
業
庁
設
置
法
の
一
部
改
正
)

第
四
条
中
小
企
業
庁
設
置
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
三
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
第
七
号
を
第
六
号
の
三
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

七
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
機
会
の
確
保
の
た
め
の
大
企
業
者
の
事

業
活
動
の
調
整
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
号
)

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
第
四
項
中
「
第
二
号
の
一
一
」
の
下
に
、
「
、
第
七
号
」
を
加
え
、

「
第
七
号
ま
で
」
を
「
第
六
号
の
三
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第

七
号
ま
で
」
を
「
第
六
号
の
三
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
中
央
中
小
企
業
調
停
審
議
会
」
を
「
中
小
企
業

O
分
野
等

O
調
整
審
議
会
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
中
央
中
小
企
業
調

停
審
議
会
」
を
削
り
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

O
分
野
等

3

中
小
企
業

O
調
整
審
議
会
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の

機
会
の
確
保
の
た
め
の
大
企
業
の
事
業
活
動
の
調
整
に
関
す
る
法
律
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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く資料4> 分野法関係進出事例(昭和52年 10月以降)

※は分野法により、調査または調整の申し出が受理されたもの。

業 種(団体) 進出時期 |進出地域| 進出大企業の内容(ダミー関係) 進出の内容 経 過

〔中小企業事業分野確保協議会〕昭和55年 3月現在

問題点

①クリーニング |昭和53. 2頃

(崎玉県クリーニング

環境衛生同業組合)

② H H 

※③(愛知県クリーニン|昭和53. 10 

グ環境衛生同業組合)

※④(沖縄県クリーニン|昭和53. 8 

グ環境衛生同業組合)

埼玉

H 

愛知

沖縄

三国サービス胸 |コカ・コーラ集配所員およ|組合との話し合いにより、一般クリーニング分野には参入しないこ

資本金 2.000万円 |び自社従業員を対象に事|とで和解成立。

(三国コカ・コーラボトリング側100%I業を行ってきたが、一般ク

出 資 リ ー ニ ン グ 分 野 に も 進 出 。

日魯毛皮側

資本金 1億5.000万円

(日魯漁業47%出資)

タカケンサンシャイン側

本 社岐阜県大垣市

資本金 2.000万円

従業員 287名

年商 18億7.000万円

側九州、|化学

本社北九州市八幡西区

資本金 1億8.000万円

(昭和53. 11) 

従業員約450人

県下の一般クリーニング|組合が反対の意志を表明したところ、一般クリーニンダへは進出し

底と下請契約し進出する|ないことが明らかとなった。

とのうわさあり。

愛知県内に直営工場3工

場を新設し、 1工場ごと

に150~200の取次庖を展

開し、進出する。

昭和53. 11 愛知県クリーニング組合「調査申し出」。

昭和53. 12 厚生省調査結果を組合へ通知。

その後54年に入り、県のあっせんで当事者聞の話し合いを数度重ね

る。県が作成した調停案をもとに最終的につめを行った結果、 54年

7月以下のような内容の協定書を交した。

①既存工場の増築、増設ならびに工場の新設は55年12月末まで行わ

ない。出荷数量は既存業者の利益をおかきないよう自粛する。

②クリーニング業の特性を考慮し、取次庖を設置するときは当該地

域の市場調査を十分行い、業界の秩序にそうようにする。

③ 3カ月に 1回の定期的な連絡会議をもって、事業活動から生ずる

問題を誠意をもって解決する。

浦添市にあるトルコ風呂|昭和53年春 鮒九州化学が進出を計画していることをキャッチ。そ

跡を買収、直営工場を建|こで組合が平田社長に問い合わせたが、直営工場の進出計画はない

設し、沖縄市以南の地場|と回答。ところが、隠密りに直営工場を設置。進出を始めた。

に取次庖を展開、何んで|昭和53. 9 組合は厚生省に調査を申し出た。

も100円の低料金で進出。|厚生省はこれを受理、調査を行い、 11月回答を行った。

その後、組合の申し入れ|九州|化学は、今後さらに工場の建設計画があるとしている。

で公取が調査にのり出し|厚生省は、それが実施されると中小クリーニング業者に著しい悪影

たことから180円に改訂|響を与えるおそれがあるとして県を通じて当事者間の話し合いを

した。 Iあっせんしている。

⑤(神奈川県クリーニン|昭和53. 6頃 |箱根町 |関白洋舎 箱根温泉旅館協同組合の|組合が白洋舎に申し入れ、町役場立会いの上で話し会いを重ねた結

クリーニング工場を買い|果、既存業者に影響を与えないという内容の協定蓄を交した。グ環境衛生同業組合) I I (神奈川) I本社 東 京 都 渋 谷 区 神 山

※⑥不動産仲介

(制全国宅地建物取引

業協会連合会)

北法40(4・251)1085 

昭和52. 10 首都圏

(全国)

資本金 15億円

従業員 2.280人

売上高 143億7.900万円

(昭和51.12) 

三井不動産販売鮒

(三井不動産鮒の100%出資、

本社新宿区西新宿

資本金 121億7.400万円

従業員 850人)

上げ、従来の水洗いク

リーニングのほか、ドラ

イクリーニング部門も増

設する計画があり、地元

業者に影響を与えること

が予測された。

「三井式フランチャイズ

方式」で不動産流通仲介

分野(中小不動産業者の

市場)における事業拡大

をはかった。

中小不動産業界(全宅連)は、 52年10月27日、三井不販の流通仲介

分野への進出計画について調査申し出を行い、建設省は受理。

12月23日建設省より調査結果が通知され、全宅連はその内容を分析

したところ将来的に悪影響を与える恐れがあるとして53年 3月 1日、

調整の申し出を行った。建設省は受理したが、当事者間の話し合い

①クリーニング業などのサービス業、

あるいは製造小売業など地域性の

強い業種における進出問題につい

ては、地域の実情に十分配慮した

対処が必要とされている。事実、

クリーニング業における大企業の

進出は、限られた地域の中小企業

の経営に大きな影響を与えている。

したがって都道府県レベルの積極

的な対応が必要となっている。

②クリーニング業は、機械等の設備

が割合簡単であることから、中小

企業者が進出のウワサを耳にした

ときには、すでに稼働体制に入っ

ていることが少なくな¥'0した

がって、行政の対応の迅速さが要

求されている。

⑤知事へ権限が委任されていないこ

とから、中小企業者が県へ相談に

行っても、消極的であることが少

なくな"0また、県があっせんま

たは調停を行っても、分野法上の

権限は知事にないので責任の所在

が不明確でみある。

①調整の申し出を建設省は受理した

が、三井の進出の影響はほとんど

ないということから、調整勧告を

行わなかった。これは、県レベノレ

の取扱い量に三井の年間目標を比





中小企業分野法の成立・改正に関する立法過程について

業 種(団体) 進出時期 |進出地域| 進出大企業の内容(ダミー関係)

⑦(紛大阪府宅地建設取|昭和52. 7 

引業協会)

⑧ H 昭和53. 2 

⑨パン、菓子 |昭和53.10 

(富山県ノfン協同組合、富

山県菓子工業組合、富

山県洋菓子協会)

⑮絵画用キャンパス |昭和53.10 

(日本キャンパスメー

カー組合)

⑪豆腐 |昭和53. 5 

(兵庫県豆腐油揚商工

北法40(4・253)1087

大阪

月

富山

全国

側朝日新聞大阪本社

日本住宅流通側

本社大阪市西区阿波座中通

資本金 3億5，000万円

(住友銀行、大和ノ、ウスを中心に大手41

社が出資)

敷島製ノfン側

東洋クロス鰯

本社大阪市東区

資本金 7億円

従業員 450名

年商 82億8，000万円

(昭和52. 4現在)

神戸市 |タイヨー食品側

(兵庫) I資本金 4，800万円

進出の内容

同社事業開発室が一部の

中小宅建業者を系列化

し、朝日ハウジングギャ

ラリーエステートグルー

プを設立。

昭和52. 7. 1より、不

動産流通業務の営業を開

始。

経 過

を指導し、計画の実施が4月から 3カ月延期されている中、全宅連

は3月30日、総決起大会を開催した。その後数次の話し合いが行わ

れ、建設省は調停案(内容は三井の進出を実質的に認めるもの)を

提示、全宅連は 6月に調停案を正式に返上。

7月1日、三井は新設住販10庖を強行オープン、話し合いは事実上

決裂。

全宅連は、①分野法9条に基づく一時停止勧告、②速やかに法 7条

1項に基づく調整勧告の措置を講じる、の 2点を建設省、通産省に

要望。これに対し建設省は、①これ以上三井の計画を抑止できない、

②新住販の進出による影響調査を行い、調整勧告が可能か判断する、

と見解を表明。その後、千葉、埼玉などの進出地域で影響調査をす

すめる一方、中小業界に対し近代化を指導。 55年度予算で国が10億

円を出資し業界が20億円をきょ出して「不動産流通近代センター」

を設立することになった。

52年12月8日、大阪宅建協会は建設省に調査申し出。

12月22日、建設省立合いの上、当事者間で次の 3点について確認書

を取り交す。

①朝日新聞は、エステートグループにギャラリーを貸与するだけで、

運営にはタッチしない。

②ギャラリーの使用はできるかぎりすみやかに廃止する。

③エステートグループに朝日ハウジングギ、ヤラリーの名称を使用さ

せない。

同社は昭和53. 2設立。 I53年3月14日、大阪宅建協会は調整の申し出を行ったが、建設省は、

大阪を中心に中古住宅の|従業員が21名だから分野法における大企業者に概当しないとして受

仲介を 4月から開始、最|理せず。また、大企業の共同出資によるダミーは現在の規定には抵

近では関東にまで進出し|触しないとした。

てきている。

問題点

べて影響度を出したためで、進出

を受けた限定地域では大きな影響

が出るものと予測されている。調

整勧告(一時停止勧告)について、

法の運用のあり方が関われている。

②不動産仲介業も地域性業種であ

り、クリーニング業と同様のこと

カれ当える。

③不動産業について、産業統計では

その他業種と¥>うことで鱒1億円、

鮒300人以上を大企業としている

が、仲介業は明らかにサービス業

である。大企業の定義について、

業種の認定方法が不明確である。

④大企業の共同出資による子会社が

現行のダミー規定に抵触しない。

名古屋工場で生産したパ|富山県内ではすでにヤマザキ、フジなどの大企業が一定のシェアを|①知事に権限がないことを理由に、

ン、菓子などを富山県内|占めており、中小企業者は大きな影響を受けているが、さらに敷島| 県当局はなんら具体的な対応をし

の販売庖に卸す。 Iパンが進出することが昭和53.10に明らかになった。そこでパン組| ていない。

年間販売目標12億円 |合は昭和54. 2に農水省に対し調査申し出をしようとしたが、北陸|②農水省の出先機関が誤った法の運

農政局が申し出を断念させる行政指導を行った。この問題は国会で| 用を行った。

もとりあげられ、措置の誤りが指摘された。その後、農政局のあっ

せんで当事者間の話し合いが行われている。

ブッククロスなどコー|昭和53末から進出の動きがあり、カタログなども出回る。そこでメー|組合が任意団体であるため、分野法

ティングの技術と現有設|カー組合は分野協とともに、昭和54. 3に東洋クロスに対して進出|を活用することができな¥>0

備を転用し、絵画用キャ|中止を申し入れた。

ンパスの製造・販売にの|その後、衆議院商工委員会の審議においてもとり上げられ通産省の

り出す。 Iあっせんで当事者間の話し合いを行っている。

タイヨー食品は従来、飴 153年5月中句分野協兵庫県支部に、こんにゃく組合より東食の子会|①東食の明らかなダミーであったに

や煮豆などを製造販売し|社らしいタイヨー食品が豆腐の大量生産にのりだすらしいとの情報| もかかわらず、農政局の消極的な





中小企業分野法の成立・改正に関する立法過程について

業 種(団体) 進出時期 i進 出 地 域 | 進出大企業の内容(ダミー関係)

業協同組合)

※⑫旅宿 |昭和52. はじめ|金沢市

(石川県旅館業環境衛生 I(石川[)

同業組合)

⑬軽印刷 |昭和53. 10 

(附日本軽印刷工業会、全

日本青写真工業連合

会、全日本印刷工業組

合連合会)

⑬飲食庖

(埼玉県麺類環境衛生

同業組合)

昭和54. 5 

⑮下宿 |昭和54. 3 

(地元学生下宿業組合)

北法40(4・255)1089

全国

埼玉

兵庫

(昭和53. 6. 20) 

関東食

(資本金 47億6，000万円)のダミー

福田観光側

本社富山市宝田J1の 4

資本金 1億9，150万円

従業員数 140人

建物規模/客室181室、 ¥ 

l収容人員250人、 1 
1地下 2F、地上14F/ 

富士ゼロックス附

本社東京都港区

資本金 100億円(昭和49. 6) 

従業員 7，600名(昭和51.10) 

売上高 830億円(昭和50. 10) 

側不二家

本社東京都中央区銀座

資本金 45億1，300万円

従業員 5，135人

八千代食品鮒(キングタイガー)

本社東京都豊島区東池袋

資本金 3，480万円

従業員約50人

川崎重工業側

本 社神戸市生田区

資本金 636億円

従業員 32，311名

売上高 5，399億円

進出の内容

ていたが、 53年 3月30日

役員を変更し、豆腐、油

揚げの製造・販売を加え、

新社会として発足。日産

2万了(神戸市の需要量

の25~35%) を計画。

経 過

が入り、確認したところ、 3月30日に、大幅に役員を変更し、新会

社として発足したことが判明。兵庫県豆腐組合は、 5月23日に調査

申し出を決定し、 29日に近畿農政局へ申し出の予定が課長不在で都

合が悪いとのことで 6月2日に延期。 6月2日調査の申し出を行っ

たが、農政局は正式受理はせず、預りとなる。 6月15日農政局は、

6月12日に事実関係を確認し、タイヨー食品は東食のダミーでなく

分野法の対象にならないと正式見解。兵庫支部はタイヨー食品の役

員変更と資本金の出資構成の変更のための会社登記が6月5日に行

われたことから、農政局の消極的姿勢がタイヨー食品の脱法行為を

助けたと指摘している。

福田観光鮒は、昭和52年|進出計画に対し、組合金沢支部は反対を表明。

初め、ホテル業の世界的|石川県および厚生大臣に陳情した。県のあっせんで、 3回にわたり

チェーン、「ホリディ・イ

ンJ のノウハウを採用し

て、金沢駅前にホテル「ホ

リディ・イン金沢J の建

設を計画、 53年 4月建築

基準法の確認を得て工事

に着手した。

話し合いを行ったが、平行線をたどり折り合いがつかなかった。そ

こで組合は昭和53. 6月に厚生省に分野法にもとづき調整申し出を

行った。

厚生省は、 6 月 26日 ~29日に現地調査を行L ミ双方に話し合いをあっ

せん。 8月14日、①客室のうち、 5F洋室21室、 4F和室は開業後

2年間凍結、②この期間、組合員は経営の健全化のための努力を行

う、③組合員の経営するホテル・旅館から従業員の引き抜きは行わ

ない、などの内容の協定を行った。そのため組合は申し出を取り下

げた。

新機種の開発にともない|富土ゼロックスの進出は重大問題として、日経印、全印工連は共同

全国50カ所の自社システ|歩調をとり、 3月 2日、富士ゼロックス本社に抗議申し入れ。その

ムセンターのうち、東|結果、富士ゼロックス側は「印脱業界と対抗するなどということは

京・大阪各 2庖に「印刷|考えていな~'0システムセンタ 個々の勇み足であり、看板は早速

まで承りますJ との看板|撤収させるJ として印刷業務は行わない旨回答した(昭和54. 3)。

を掲げる。

両社は、浦和市北浦和三|大型レストランは、これまで都市郊外立地型が多かったが、本件は

室地区にファミリーレス|後発グループが、既存商底街に出庖してきたことから、地元飲食庖

トランの出庖を計画。と|業者の危機意識を高めた。地元では、「大型レストラン対策委員会」

くに不二家は県下に20庖|を設置し進出反対運動にとりくみ、両社と話し合いを重ねてきたが

舗の出底を計画している|折合いがつかないことから農水省に調停を申し入れた。農水省は、

といわれる。 I両社を呼んで事情を聞くなどしているが、具体的な調停作業には

入っていない。

地元では、今後行われる話し合いの結果によっては、分野法にもと

づく申し出をしようという動きになっている。

不況で合理化をすすめ、 |地元の下宿業者が死活の問題と反対し、分野協兵庫県支部に協力を

その結果、独身寮が空い|求めてきた。そこで、支部が立会い 4回にわたって話し合いを行い、

たことからこれを地元の|分野法の精神を背景にして、「独身寮を現在以上学生の下宿としな

商大生栢手の下宿にする|しり r67人の入居のうち商大生は10人以内とする」という内容で解決

ことを明らかにした。 Iがはかられた。

問題点

姿勢がダミーかくしを許してし

まった。金融機関等を通じて、実

質的に支援しているにもかかわら

ず、ダミー規定に抵触しな，'0 
②タイヨー食品自体が業界の実態か

らすれば大企業であるのに、法律

上は、豆腐業は製造業であり、倒

1億円以上、胸300人以上が大企業

となっている。

①大企業の行う事業が多くの業種

(中小企業団体)にまたがった場合

の法律上の手続きがあいまいであ

る。

②地域的な伺題であり、県知事が権

限をもって調整すべきである。

③主務大臣が複数である場合の申し

出窓口が不明で、ある。
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す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

中小企業分野法の成立・改正に関する立法過程について

中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
機
会
の
確
保
の
た
め
の
大
企
業
者
の
事

業
活
動
の
調
整
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
機
会
の
確
保
の
た
め
の
大
企
業
者
の
事
業
活

動
の
調
整
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
七
十
四
号
)
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
単
独
で
」
を
削
り
、
「
所
有
す
る
関
係
」
を

「
単
独
で
所
有
す
る
関
係
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
で
あ
っ
て
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
な
い

区
域
を
そ
の
地
区
と
す
る
中
小
企
業
団
体
が
す
る
も
の
は
、
当
該
区
域

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
L

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
で
あ
っ
て
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
な
い

区
域
を
そ
の
地
区
と
す
る
中
小
企
業
団
体
が
す
る
も
の
は
、
当
該
区
域

3 
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経

由
し
て
さ
れ
た
申
出
に
つ
い
て
、
そ
の
申
出
に
係
る
大
企
業
者
の
当
該

事
業
の
開
始
又
は
拡
大
の
計
画
の
実
施
が
そ
の
申
出
を
し
た
中
小
企
業

団
体
の
構
成
員
た
る
中
小
企
業
者
の
経
営
の
安
定
に
及
ぽ
す
影
響
等
に

関
し
、
主
務
大
臣
に
対
し
、
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
中
小
企
業
団
体
の
構
成
員

た
る
中
小
企
業
者
の
経
営
の
安
定
に
及
ぽ
す
影
響
等
に
関
し
、
都
道
府

県
中
小
企
業
調
停
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

(
施
行
期
日
)

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
)

中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百

八
十
五
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
一
条
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
委
任
さ
れ
た

と
き
」
の
下
に
「
又
は
都
道
府
県
知
事
が
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
機

会
の
確
保
の
た
め
の
大
企
業
者
の
事
業
活
動
の
調
整
に
関
す
る
法
律

(
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
七
十
四
号
)
第
六
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
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意
見
を
定
め
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
を
加
え
る
。

第
八
十
二
条
中
「
都
道
府
県
知
事
の
諮
問
に
応
じ
、
組
合
協
約
及
び

特
殊
契
約
に
関
す
る
重
要
事
項
」
を
「
都
道
府
県
知
事
の
諮
問
に
応
じ

組
合
協
約
及
び
特
殊
契
約
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
し
、
並
び

に
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
機
会
の
確
保
の
た
め
の
大
企
業
者
の
事
業

活
動
の
調
整
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
そ
の

意
見
を
聴
か
れ
た
場
合
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
団
体
の

構
成
員
た
る
中
小
企
業
者
の
経
営
の
安
定
に
及
ぽ
す
影
響
等
に
関
す
る

事
項
」
に
改
め
る
。
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中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
機
会
の
確
保
の
た
め
の
大
企
業
者
の
事
業
活

動
の
調
整
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
状
況
に
か
ん
が
み
、
大
企
業
者
の
範

囲
の
鉱
大
に
関
し
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
主
務
大
臣
に
対
す
る
調

査
及
び
調
整
の
申
出
の
う
ち
一
定
の
も
の
に
つ
き
都
道
府
県
知
事
を
経
由

し
て
行
う
こ
と
と
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提

出
す
る
理
由
で
あ
る
。

出
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